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二
代
目
松
林
伯
円
『
小
説
番
町
皿
屋
舗
』
の
位
置
づ
け
と
意
義 

―
「
皿
屋
敷
も
の
」
の
系
譜
と
展
開
を
視
野
に
入
れ
て―
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は
じ
め
に 

 

「
皿
屋
敷
」
伝
承
は
、
数
あ
る
古
典
怪
談
の
中
で
も
広
く
知
ら
れ
た
存

在
で
あ
る
が
、
そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
や
細
部
の
設
定
は
、
決
し
て
一
様
で
は

な
い
。
舞
台
と
な
る
場
所
が
、
江
戸
の
「
番
町
」
か
「
播
州
」
姫
路
か
と

い
う
違
い
に
始
ま
り
、
時
代
設
定
や
登
場
人
物
の
肩
書
き
・
人
物
造
型
な

ど
に
も
幾
多
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
。「
青
山
」「
お
菊
」「
皿
」「
井

戸
」
と
い
う
共
通
項
を
軸
に
し
つ
つ
も
、
現
代
に
至
る
ま
で
、
時
代
ご
と

の
メ
デ
ィ
ア
が
様
々
に
変
容
さ
せ
て
き
た
怪
談
で
あ
る
。 

 

そ
の
話
型
の
変
遷
を
追
う
上
で
看
過
で
き
な
い
の
が
、
実
録
・
講
談
に

お
け
る
「
皿
屋
敷
」
で
あ
る
。
講
談
に
お
け
る
「
皿
屋
敷
」
は
、
宝
暦
八

年
（
一
七
五
八
）
に
刊
行
さ
れ
た
、
馬
場
文
耕
の
『
皿
屋
舗
弁
疑
録
』（
以

下
『
弁
疑
録
』
と
略
称
す
る
）
を
基
盤
と
す
る
。
江
戸
番
町
を
舞
台
と
し

た
「
皿
屋
敷
」
伝
承
の
作
品
化
と
し
て
は
最
古
の
も
の
で
、
本
作
に
お
い

て
、
舞
台
と
な
る
時
代
お
よ
び
土
地
、
青
山
・
お
菊
の
人
物
設
定
等
の
基

本
的
な
枠
組
み
が
形
成
さ
れ
た
。
そ
の
後
も
、
現
代
に
至
る
ま
で
変
容
を

続
け
て
い
く
が
、
明
治
期
以
降
の
講
談
に
お
け
る
「
皿
屋
敷
」
の
系
譜
を

考
え
る
上
で
、
と
り
わ
け
重
要
な
位
置
を
占
め
る
の
が
、
二
代
目
松
林
伯

円
の
手
に
成
る
『
小
説
番
町
皿
屋
舗
』
で
あ
る
。
基
本
的
な
枠
組
み
を
『
弁

疑
録
』
に
依
り
な
が
ら
も
、
登
場
人
物
や
結
末
を
大
き
く
異
に
す
る
本
作

の
話
型
は
、
明
治
・
大
正
期
を
経
て
、
現
在
口
演
さ
れ
る
講
談
に
も
継
承

さ
れ
、
ま
た
、
映
画
・
ド
ラ
マ
に
も
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
に
詳
細
な
梗
概
の
紹
介
や
考
察
が
行
わ
れ

て
お
ら
ず
、「
皿
屋
敷
も
の
」
の
系
譜
の
中
に
も
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
な

い
の
が
現
状
で
あ
る
。 

 

本
稿
は
、『
小
説
番
町
皿
屋
舗
』（
以
下
、『
小
説
』
と
略
称
す
る
）
の

話
型
の
特
徴
に
つ
い
て
、『
弁
疑
録
』
お
よ
び
、
同
時
代
に
上
演
さ
れ
た

歌
舞
伎
の
「
皿
屋
敷
も
の
」
と
の
比
較
か
ら
分
析
す
る
と
と
も
に
、
当
該

作
品
が
、
そ
の
後
の
講
談
、
お
よ
び
歌
舞
伎
・
映
画
等
の
諸
芸
能
に
ど
の

よ
う
な
広
が
り
を
も
た
ら
し
た
の
か
、
可
能
な
か
ぎ
り
の
考
察
を
加
え

る
も
の
で
あ
る
。 

 
１
，「
皿
屋
敷
も
の
」
の
系
譜 

『
小
説
』
の
作
品
分
析
に
入
る
前
に
、
皿
屋
敷
伝
承
お
よ
び
、
伯
円
以
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前
に
作
品
化
さ
れ
た
「
皿
屋
敷
も
の
」
の
系
譜
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
く

必
要
が
あ
る
。
先
行
研
究
に
依
り
つ
つ
、
概
要
を
示
す
。 

皿
屋
敷
伝
承
と
し
て
、
比
較
的
古
い
文
献
に
み
え
る
も
の
は
、『
本
朝

故
事
因
縁
集
』
巻
二
（
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
刊
）
所
収
の
「
雲
州
松

江
皿
屋
敷
」
で
あ
る
。
皿
を
割
っ
て
し
ま
っ
た
下
女
が
井
戸
へ
沈
め
ら
れ
、

そ
の
後
夜
な
夜
な
現
れ
て
皿
を
数
え
る
が
、
僧
の
機
転
に
よ
っ
て
成
仏

す
る
と
い
う
話
で
あ
る
。
舞
台
は
松
江
で
下
女
の
名
も
記
さ
れ
な
い
が
、

「
皿
屋
敷
」
伝
承
の
原
型
が
認
め
ら
れ
る
。
本
譚
を
紹
介
し
た
小
二
田
誠

二
氏
は
、
話
の
主
眼
が
、
下
女
の
幽
霊
を
解
脱
さ
せ
る
僧
の
頓
智
に
あ
る

こ
と
を
重
視
し
、
伝
承
の
担
い
手
と
し
て
説
教
僧
の
関
与
を
示
唆
し
て

い
る
一

。 

播
州
を
舞
台
と
し
た
皿
屋
敷
伝
承
と
し
て
は
、『
播
陽
万
宝
知
恵
袋
』

（
宝
暦
十
年
（
一
七
六
〇
））
所
収
の
「
竹
叟
夜
話
」（
永
良
竹
叟
著
）
が

挙
げ
ら
れ
る
。「
竹
叟
夜
話
」
は
天
正
五
年
（
一
五
七
七
）
の
奥
書
を
持

つ
。
実
際
に
室
町
期
の
成
立
と
は
考
え
に
く
い
点
も
あ
る
と
い
う
二

が
、

少
な
く
と
も
、『
播
陽
万
宝
知
恵
袋
』
の
書
か
れ
た
江
戸
時
代
中
期
ま
で

は
下
ら
な
い
時
期
の
成
立
で
あ
ろ
う
。
山
名
氏
に
よ
る
統
治
下
の
播
磨

国
が
舞
台
と
な
っ
て
お
り
、
花
野
と
い
う
女
性
が
、
拝
領
の
品
で
あ
る
鮑

貝
の
盃
を
紛
失
し
た
濡
れ
衣
を
着
せ
ら
れ
、
主
で
あ
る
小
田
垣
主
馬
助

（
山
名
氏
重
臣
）
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
る
と
い
う
筋
立
て
で
あ
る
。「
お
菊
」

「
皿
」「
井
戸
」
と
い
う
道
具
立
て
こ
そ
出
て
こ
な
い
も
の
の
、
播
州
を

舞
台
に
し
た
「
皿
屋
敷
」
伝
承
の
原
初
的
な
形
態
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。 

一
方
、
江
戸
の
番
町
を
舞
台
と
し
た
伝
承
と
し
て
は
、
斎
藤
月
岑
『
武

江
年
表
』（
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
））
の
記
事
が
挙
げ
ら
れ
る
。
承
応
二

年
（
一
六
五
三
年
）
の
こ
と
と
し
て
、「
正
月
二
日
牛
込
御
門
の
内
青
山

某
の
婢
女
き
く
と
い
ふ
も
の
、
主
家
に
て
秘
蔵
の
皿
を
破
り
て
害
せ
ら

れ
其
霊
魂
祟
り
を
な
せ
し
事
」
と
あ
る
。
も
っ
と
も
、
月
岑
自
身
、「
多

く
は
附
会
の
談
な
る
べ
し
」
と
す
る
よ
う
に
、
当
時
の
出
来
事
と
み
る
信

憑
性
は
薄
い
。
ま
た
、『
久
夢
日
記
』（
文
久
年
間
）
に
は
天
和
元
年
（
一

六
八
一
）
の
こ
と
と
し
て
、
菊
岡
沾
涼
『
江
戸
砂
子
』（
享
保
十
七
年
（
一

七
三
二
））
に
は
「
む
か
し
」
の
こ
と
と
し
て
、
類
似
す
る
話
が
記
さ
れ

て
い
る
。
細
部
に
相
違
は
あ
る
が
、「
下
女
が
皿
欠
損
の
罪
に
よ
っ
て
折

檻
さ
れ
殺
さ
れ
る
」
と
い
う
枠
組
み
に
お
い
て
共
通
す
る
。
こ
れ
ら
の
記

録
は
断
片
的
で
、
年
代
も
信
憑
性
に
欠
け
る
も
の
が
多
い
と
い
う
三

が
、

三
田
村
鳶
魚
は
、
皿
屋
敷
の
怪
談
が
元
禄
以
前
に
遡
れ
な
い
こ
と
か
ら
、

正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
の
『
当
世
知
恵
鑑
』（
都
の
錦
作
）
に
収
載
さ

れ
る
、
江
戸
牛
込
を
舞
台
と
し
た
類
話
（「
牛
込
の
亡
霊
」）
に
注
意
を
払

い
、「
皿
屋
敷
の
怪
談
も
貞
享
元
禄
の
頃
に
製
造
さ
れ
た
も
の
ら
し
い
」

と
述
べ
て
い
る
四

。
も
っ
と
も
、
起
承
転
結
を
備
え
た
体
系
的
な
作
品
が

作
ら
れ
る
の
は
、
享
保
年
間
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。 
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芸
能
・
実
録
等
、
作
品
と
し
て
の
「
皿
屋
敷
も
の
」
は
、
大
枠
と
し
て
、

播
州
姫
路
を
舞
台
に
し
た
室
町
時
代
の
お
家
騒
動
物
と
、
江
戸
番
町
を

舞
台
に
し
た
江
戸
時
代
前
期
の
土
地
因
縁
譚
と
に
大
別
さ
れ
る
。
前
者

で
は
、
青
山
鉄
山
は
お
家
乗
っ
取
り
を
企
む
悪
臣
で
、
そ
の
奸
計
を
聴
い

て
し
ま
っ
た
お
菊
は
皿
紛
失
の
罪
を
着
せ
ら
れ
て
殺
さ
れ
る
。
後
者
で

は
、
青
山
主
膳
は
旗
本
・
火
付
盗
賊
改
で
、
奴
下
女
の
お
菊
は
家
宝
の
皿

を
過
失
で
割
っ
て
し
ま
い
、
責
め
を
受
け
て
自
害
す
る
。
以
下
、
前
者
を

〈
播
州
〉
型
、
後
者
を
〈
番
町
〉
型
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。 

芸
能
と
し
て
の
最
古
の
上
演
記
録
五

は
、
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
六

月
の
歌
舞
伎
『
播
州
評
判
錦
皿
九
枚
館
』（
京
都
・
榊
山
座
）
が
挙
げ
ら

れ
る
。
番
付
だ
け
で
作
品
の
詳
細
は
不
明
だ
が
、「
播
州
」「
青
山
て
つ
さ

ん
」「
お
き
く
」
と
い
う
役
名
が
み
え
る
こ
と
か
ら
、
播
州
を
舞
台
に
し

た
内
容
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
と
い
う
六

。
ま
た
同
年
八
月
に
も
、
歌
舞

伎
「
皿
屋
敷
」（
大
坂
・
金
子
座
）
の
上
演
記
録
が
み
え
る
七

。 

続
い
て
、
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
に
は
、
人
形
浄
瑠
璃
の
『
播
州
皿

屋
舗
』（
為
永
太
郎
兵
衛
、
浅
田
一
鳥
作
。
以
下
、
浄
瑠
璃
『
皿
屋
舗
』

と
略
称
す
る
）
が
上
演
さ
れ
、
こ
れ
が
、
そ
の
後
の
舞
台
芸
能
に
お
け
る

「
皿
屋
敷
も
の
」
の
基
盤
と
な
る
。
浄
瑠
璃
『
皿
屋
舗
』
は
、
細
川
・
山

名
氏
の
対
立
す
る
室
町
時
代
に
世
界
を
定
め
、
播
州
細
川
家
の
御
家
騒

動
を
基
軸
と
す
る
仇
討
ち
譚
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
悪
臣
・
青
山
鉄

山
と
弟
忠
太
は
、
御
家
乗
っ
取
り
の
奸
計
を
お
菊
に
聞
か
れ
て
し
ま
っ

た
た
め
、
皿
紛
失
の
濡
れ
衣
を
着
せ
て
お
菊
を
惨
殺
し
井
戸
へ
投
げ
込

む
。
そ
の
後
、
お
菊
の
夫
・
船
瀬
三
平
ら
が
、
鉄
山
と
忠
太
を
追
い
詰
め

仇
を
討
つ
、
と
い
う
筋
立
て
で
あ
る
。 

江
戸
時
代
に
お
け
る
歌
舞
伎
の
「
皿
屋
敷
も
の
」
は
、
ほ
と
ん
ど
が
、

こ
の
浄
瑠
璃
を
元
に
し
た
〈
播
州
〉
型
を
基
盤
と
し
て
い
る
八

。
中
で
も
、

『
実
成
金
菊
月
』（
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）、
中
村
座
。
以
下
、『
実
成
』

と
略
称
す
る
）
は
、
初
演
時
に
大
当
た
り
を
取
り
、
後
に
、
二
代
目
河
竹

新
七
が
大
詰
を
加
筆
し
た
『
皿
屋
敷
化
粧
姿
視
』（
以
下
、『
化
粧
』
と
略

称
す
る
）
と
し
て
、
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
に
再
演
さ
れ
た
。
そ
の
後

も
繰
り
返
し
上
演
さ
れ
、
現
在
「
播
州
皿
屋
敷
」
と
し
て
上
演
さ
れ
る
も

の
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
九

。
浄
瑠
璃
『
皿
屋
舗
』
と
筋
立
て
や
登
場
人

物
に
相
違
は
あ
る
が
、
青
山
・
お
菊
の
人
物
設
定
や
、
室
町
時
代
に
お
け

る
播
州
細
川
家
の
御
家
騒
動
と
い
う
枠
組
み
は
共
通
す
る
一
〇

。 

一
方
、〈
番
町
〉
型
と
し
て
作
品
化
さ
れ
た
代
表
的
な
も
の
は
、
先
述

し
た
馬
場
文
耕
の
『
弁
疑
録
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
江
戸
番
町
に
伝
わ
る

古
伝
承
を
下
敷
き
に
、
天
樹
院
（
出
家
し
た
千
姫
）
の
屋
敷―

吉
田
御

殿
内
に
あ
っ
た
井
戸
の
因
縁
に
ま
つ
わ
る
怪
異
譚
と
し
て
構
成
さ
れ
て

い
る
。
天
樹
院
は
、
通
り
す
が
り
の
男
性
を
屋
敷
に
引
き
入
れ
て
は
寵
愛

し
、
飽
き
る
と
殺
し
て
井
戸
に
捨
て
て
い
た
。
時
を
経
て
、
そ
の
屋
敷
跡
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に
、
火
付
盗
賊
改
の
青
山
主
膳
が
住
ま
う
こ
と
に
な
る
が
、
あ
る
と
き
、

家
宝
の
皿
欠
損
を
理
由
に
、
奥
方
と
も
ど
も
下
女
の
お
菊
を
折
檻
し
、
自

死
に
追
い
や
る
。
お
菊
の
幽
霊
は
青
山
一
家
に
祟
り
、
夜
な
夜
な
皿
を
数

え
て
人
々
を
怖
が
ら
せ
る
が
、
了
誉
上
人
（
三
日
月
上
人
）
の
法
力
に
よ

っ
て
成
仏
す
る
。
怪
異
譚
で
あ
り
つ
つ
、
最
終
的
に
は
了
誉
上
人
を
讃
え

る
高
僧
伝
の
体
裁
が
取
ら
れ
て
い
る
一
一

。『
弁
疑
録
』
以
降
、
明
治
二
十

年
ご
ろ
ま
で
に
、『
今
古
実
録 
怪
談
皿
屋
敷
實
記
』（
明
治
十
六
年
、
栄

泉
堂
）・『
実
説
怪
談
皿
屋
敷
』（
明
治
十
八
年
、
時
習
堂
）
な
ど
、
複
数

の
実
録
類
が
相
次
い
で
刊
行
さ
れ
る
一
二

が
、
総
じ
て
、
皿
を
欠
損
し
た

罰
と
し
て
折
檻
を
受
け
自
害
し
た
お
菊
の
幽
霊
が
、
了
誉
上
人
に
よ
っ

て
成
仏
を
遂
げ
る
、
と
い
う
共
通
し
た
筋
書
き
を
持
っ
て
い
る
。
久
米
平

内
の
逸
話
や
眉
間
尺
の
逸
話
が
加
わ
る
な
ど
、『
弁
疑
録
』
よ
り
も
詳
細

化
・
具
体
化
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
筋
立
て
が
『
弁
疑
録
』
を
下
敷
き

に
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
江
戸
時
代
中
期
～
明
治
初
年
に
か
け
て
、
浄
瑠
璃
・
歌

舞
伎
と
い
っ
た
舞
台
芸
能
作
品
に
お
い
て
は
〈
播
州
〉
型
が
、
実
録
・
講

談
類
に
お
い
て
は
〈
番
町
〉
型
が
、
そ
れ
ぞ
れ
踏
襲
さ
れ
て
き
た
こ
と
が

分
か
る
。 

  

２
，『
小
説
番
町
皿
屋
舗
』
の
梗
概 

以
上
の
よ
う
な
「
皿
屋
敷
も
の
」
の
系
譜
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
伯
円
『
小

説
』
の
内
容
を
み
て
い
き
た
い
。 

『
小
説
』
は
、
明
治
二
十
三
年
三
月
か
ら
二
十
四
年
二
月
に
か
け
て
、

速
記
雑
誌
『
百
花
園
』
に
全
二
十
六
席
に
亘
っ
て
連
載
さ
れ
た
、
長
編
講

談
速
記
で
あ
る
一
三

。「
伯
円
が
二
十
年
前
に
十
八
番
の
読
物
に
至
し
ま
し

た
講
談
」（
第
一
席
）
と
あ
る
の
で
、
成
立
年
は
少
な
く
と
も
、
明
治
三

年
以
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
本
作
に
つ
い
て
は
、
吉
沢
英
明
『
講

談
明
治
期
速
記
本
集
覧 

付
落
語
・
浪
花
節
』
に
書
誌
事
項
、
同
『
講
談

作
品
事
典 

下
』「
番
町
皿
屋
敷
」
の
項
に
、
冒
頭
部
分
へ
の
言
及
が
あ
る
。 

 

以
下
、
少
々
長
く
な
る
が
、
梗
概
を
示
す
。
通
し
番
号
と
見
出
し
は
内

容
の
ま
と
ま
り
ご
と
に
私
に
付
し
、（ 

）
内
に
雑
誌
記
載
の
席
数
を
示
し

た
。
た
だ
し
、
雑
誌
で
は
途
中
で
席
数
表
記
に
ず
れ
が
生
じ
て
い
る
た
め
、

ず
れ
の
あ
る
箇
所
は
適
宜
、
通
算
席
数
を
注
記
す
る
こ
と
と
す
る
。 

 

①
千
姫
と
坂
崎
出
羽
守
（
第
一
席
） 

番
町
皿
屋
敷
伝
承
の
発
端
と
し
て
、
牛
込
見
附
内
・
吉
田
御
殿
の
来
歴

―

千
姫
の
逸
話
か
ら
語
り
起
こ
さ
れ
る
。
慶
長
二
十
年
の
大
坂
落

城
時
、
坂
崎
出
羽
守
が
家
康
の
命
に
よ
っ
て
、
秀
頼
の
正
室
で
あ
っ
た

家
康
の
孫
・
千
姫
を
救
出
す
る
。
救
出
で
き
れ
ば
妻
に
や
る
と
い
う
約
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束
だ
っ
た
が
、
当
の
千
姫
が
坂
崎
の
妻
と
な
る
こ
と
を
拒
否
し
た
。
坂

崎
は
激
怒
し
承
服
し
な
か
っ
た
た
め
、
理
不
尽
の
内
に
斬
ら
れ
た
。 

 

②
千
姫
の
再
縁
、
吉
田
屋
敷
へ
の
転
居
（
第
二
席
） 

千
姫
は
そ
の
後
、
播
州
姫
路
城
主
・
本
多
忠
知
（
忠
刻
か
）
と
再
縁
す

る
が
、
若
く
し
て
死
別
。
そ
の
後
剃
髪
し
て
天
樹
院
と
な
り
、
件
の
吉

田
御
殿
へ
と
移
る
。
若
く
美
し
い
男
性
が
通
る
度
に
、
御
殿
の
二
階
か

ら
手
招
き
を
し
て
は
、
御
殿
内
に
引
き
入
れ
て
い
る
と
い
う
噂
。
あ
る

日
、
小
間
物
屋
の
与
吉
と
い
う
男
が
通
り
か
か
り
、
御
殿
に
引
き
入
れ

ら
れ
た
。 

 

③
与
吉
の
危
機
と
御
殿
か
ら
の
脱
出
、
大
久
保
彦
左
衛
門
に
よ
る
庇
護 

（
第
三
～
七
席
） 

御
殿
内
に
入
っ
た
与
吉
は
、
当
初
こ
そ
贅
沢
な
暮
ら
し
を
満
喫
し
て
い

た
が
、
あ
る
と
き
、
御
殿
内
の
古
井
戸
に
多
く
の
死
骸
が
投
げ
込
ま
れ

て
い
る
の
を
見
て
し
ま
う
。
恐
れ
お
の
の
く
与
吉
だ
が
、
天
樹
院
の
寵

愛
を
受
け
て
い
た
た
め
咎
め
な
く
屋
敷
外
に
出
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
大

久
保
彦
左
衛
門
が
偶
然
与
吉
に
出
会
い
、
子
細
を
聞
い
た
こ
と
が
き
っ

か
け
で
、
吉
田
御
殿
の
実
態
が
発
覚
す
る
。（
な
お
、
こ
こ
で
、
与
吉

は
後
の
三
日
月
上
人
で
あ
る
こ
と
が
補
記
さ
れ
て
い
る
。） 

④
遠
山
茂
之
丞
と
竹
尾
の
事
件
（
第
八
・
九
席
） 

用
人
・
遠
山
茂
之
丞
が
天
樹
院
の
気
に
入
り
と
な
り
寵
愛
を
う
け
る

が
、
天
樹
院
の
腰
元
で
あ
る
竹
尾
と
良
い
仲
に
な
る
。
茂
之
丞
か
ら
竹

尾
に
宛
て
た
艶
書
が
天
樹
院
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
二
人
は
懲
罰

を
受
け
る
。
茂
之
丞
は
殺
さ
れ
、
竹
尾
は
自
ら
井
戸
へ
身
を
投
げ
た
。

そ
の
後
天
樹
院
も
病
死
。
墓
所
は
、
下
総
の
弘
経
寺
に
作
ら
れ
た
。 

 

⑤
吉
田
御
殿
の
そ
の
後
、
青
山
主
膳
の
来
歴
（
第
十
・
十
一
席
） 

吉
田
御
殿
は
荒
れ
果
て
、
夜
な
夜
な
幽
霊
が
出
る
と
い
う
噂
、
誰
も
寄

り
付
か
な
く
な
っ
た
。
十
年
後
、
旗
本
奴
の
青
山
主
膳
が
吉
田
御
殿
に

住
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
。
主
膳
は
火
付
盗
賊
改
で
、
豪
邁
快
活
。
夫
人

に
死
に
別
れ
て
か
ら
後
妻
も
取
ら
ず
妾
も
作
ら
ず
に
い
た
。
あ
る
日
、

暇
を
持
て
余
し
た
旗
本
た
ち
は
、
主
膳
の
屋
敷
で
、
真
夏
に
冬
の
装

束
・
調
度
を
用
い
て
熱
い
も
の
を
食
べ
る
、
我
慢
会
を
開
催
す
る
。 

 

⑥
お
菊
の
来
歴 

（
第
十
二
・
十
三
席
、
第
十
四
席
目
〈
雑
誌
の
表
記
は
「
第
十
三
席
」〉） 

主
膳
の
屋
敷
で
下
女
奉
公
を
し
て
い
る
の
が
お
菊
。
お
菊
の
父
は
香

坂
甚
内
と
い
う
盗
賊
で
、
火
付
盗
賊
改
で
あ
る
青
山
主
膳
に
よ
っ
て

捕
縛
さ
れ
た
。
甚
内
に
は
お
菊
・
お
結
と
い
う
二
人
の
娘
が
お
り
、
姉
・
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お
菊
は
甚
内
の
若
党
で
あ
っ
た
小
島
三
平
と
夫
婦
に
な
り
、
重
松
と

い
う
子
ど
も
が
い
る
。
甚
内
の
捕
縛
・
獄
門
に
伴
い
、
お
菊
は
夫
が
い

る
こ
と
を
隠
し
て
青
山
家
へ
奴
奉
公
に
あ
が
る
こ
と
と
な
る
。
妹
・
お

結
は
奴
遊
女
と
し
て
吉
原
へ
遣
ら
れ
、
大
淀
太
夫
と
な
る
。
お
菊
の

夫
・
三
平
は
、
植
木
売
り
と
し
て
重
松
を
育
て
て
い
る
。 

 

⑦
主
膳
と
忠
太
夫
か
ら
の
口
説
き
、
皿
欠
損
の
濡
れ
衣 

（
第
十
五
・
十
六
席
目
〈
雑
誌
の
表
記
は
「
第
十
四
席
」「
第
十
五
席
」〉） 

主
膳
は
お
菊
を
気
に
入
り
、
口
説
く
。
お
菊
は
夫
と
子
ど
も
の
い
る
身

で
あ
る
こ
と
を
打
ち
明
け
断
る
が
、
主
膳
は
、
自
分
の
妾
と
な
れ
ば
夫

三
平
と
重
松
は
出
世
さ
せ
る
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
夫
と
子
ど
も
を
死

罪
に
す
る
が
ど
う
だ
、
と
迫
る
。
お
菊
が
決
め
ら
れ
ず
寝
間
に
下
が
り

思
案
し
て
い
る
と
、
用
人
の
相
川
忠
太
夫
が
や
っ
て
き
て
、
自
分
と
一

緒
に
主
家
の
金
を
取
っ
て
逃
げ
て
夫
婦
に
な
れ
ば
、
主
膳
の
求
愛
か

ら
逃
れ
ら
れ
る
と
迫
る
。
お
菊
が
断
る
と
、
捕
縛
し
て
主
膳
の
元
へ
連

れ
て
い
き
、
他
の
女
中
の
罪
を
お
菊
に
着
せ
て
、「
お
菊
が
家
宝
の
皿

を
割
っ
た
」
と
虚
偽
の
報
告
を
す
る
。 

 

⑧
お
菊
殺
し
（
第
十
七
・
十
八
席
目
〈
雑
誌
の
表
記
は
「
第
十
六
席
」「
第
十
七
席
」〉） 

忠
太
夫
の
報
告
を
聞
い
た
主
膳
は
、
恋
の
遺
恨
も
相
俟
っ
て
、
怒
り
を

爆
発
さ
せ
る
。
ま
だ
お
菊
に
未
練
の
あ
る
主
膳
は
、
今
自
分
の
意
に
従

え
ば
、
命
は
助
け
て
や
る
が
ど
う
だ
と
迫
る
。
し
か
し
お
菊
は
、
頑
と

し
て
拒
否
。
主
膳
は
お
菊
を
斬
殺
し
、
忠
太
夫
に
も
と
ど
め
を
刺
さ
せ
、

亡
骸
を
井
戸
へ
放
り
込
ん
だ
。 

 

⑨
忠
太
夫
の
吉
原
行
き
、
お
菊
妹
・
大
淀
と
の
出
会
い 

（
第
十
九
・
二
十
席
目
〈
雑
誌
の
表
記
は
「
第
十
八
席
」「
第
十
九
席
」〉） 

眠
れ
な
い
忠
太
夫
は
、
籠
を
呼
び
吉
原
へ
。
お
菊
の
妹
で
あ
る
と
も
知

ら
ず
、
三
浦
屋
の
大
淀
を
呼
ぶ
こ
と
に
な
る
。
待
っ
て
い
る
間
に
眠
っ

て
し
ま
っ
た
忠
太
夫
は
、「
お
菊
、
許
し
て
く
れ
」
と
う
わ
ご
と
を
い

う
。
そ
れ
を
聞
い
た
大
淀
は
、
姉
の
身
に
な
に
か
あ
っ
た
の
で
は
と
疑

う
。
夜
が
明
け
て
、
忠
太
夫
の
身
元
を
聞
い
た
大
淀
は
、
そ
の
疑
い
を

確
信
へ
と
変
え
る
。 

 

⑩
お
菊
夫
・
三
平
、
一
子
・
重
松
、
お
菊
の
幽
霊
と
の
邂
逅 

（
第
二
十
一
・
二
十
二
席
目
〈
雑
誌
の
表
記
は
「
第
二
十
席
」「
第
十
九
席
」〉） 

下
総
国
葛
飾
郡
寺
島
村
で
は
、
お
菊
の
夫
・
小
島
三
平
と
一
子
重
松
が

暮
ら
し
て
い
る
。
あ
る
夜
、
戸
を
叩
く
音
が
し
て
、
お
菊
の
声
が
聞
こ

え
た
。
外
に
出
て
周
囲
を
探
す
が
、
誰
も
い
な
い
。
家
に
戻
っ
て
み
る

と
、
重
松
が
「
今
お
っ
か
さ
ん
が
来
て
、
番
町
の
お
屋
敷
で
殺
さ
れ
た
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と
言
っ
た
」
と
い
う
。
驚
い
て
番
町
へ
向
か
っ
た
三
平
は
、
蕎
麦
屋
で

出
会
っ
た
按
摩
か
ら
、偶
然
、お
菊
の
死
の
顛
末
を
聞
く
こ
と
に
な
る
。 

 

 

⑪
三
平
・
大
淀
、
お
菊
の
死
を
確
信
す
る 

（
第
二
十
三
・
二
十
四
席
目
〈
雑
誌
の
表
記
は
「
第
二
十
一
席
」「
第
二
十
二
席
」〉） 

按
摩
か
ら
顛
末
を
聞
い
た
三
平
は
、
そ
の
足
で
吉
原
の
大
淀
の
と
こ
ろ

へ
行
く
。
大
淀
と
三
平
が
対
面
し
、
ど
う
に
か
し
て
仇
討
ち
を
し
た
い

と
思
案
し
て
い
る
と
、
隣
の
部
屋
か
ら
、
大
淀
の
馴
染
み
客
で
あ
る
兵

藤
（
粂
）
平
内
が
声
を
掛
け
た
。 

 

⑫
主
膳
・
忠
太
夫
の
処
罰 

（
第
二
十
五
・
二
十
六
席
目
〈
雑
誌
の
表
記
は
「
第
二
十
一
席
」「
第
二
十
四
席
」〉） 

（
冒
頭
で
平
内
の
来
歴
が
語
ら
れ
る
）
平
内
の
助
太
刀
を
得
た
三
平
・

大
淀
は
、
ま
ず
大
淀
の
文
に
よ
っ
て
忠
太
夫
を
吉
原
へ
呼
び
出
し
、
道

中
に
て
三
平
が
駕
籠
を
襲
っ
て
生
け
捕
り
、
南
町
奉
行
・
村
越
長
門
守

の
屋
敷
ま
で
連
れ
て
行
く
。
そ
こ
で
吟
味
が
行
わ
れ
、
相
川
は
投
獄
。

主
膳
は
吟
味
の
末
、
閉
門
後
、
小
普
請
入
の
旗
本
へ
降
格
。
そ
の
後
再

婚
し
子
ど
も
も
生
ま
れ
る
が
、
な
お
お
菊
の
幽
霊
に
悩
ま
さ
れ
、
最
後

は
隣
家
へ
切
り
込
ん
で
狂
死
し
た
。 

 

以
上
の
よ
う
に
『
小
説
』
は
、
江
戸
時
代
前
期
の
、
番
町
吉
田
御
殿
を
舞

台
と
す
る
皿
屋
敷
譚
で
あ
る
。
天
樹
院
の
因
縁
か
ら
語
り
起
こ
さ
れ
る

点
や
、
火
付
盗
賊
改
と
い
う
青
山
の
肩
書
き
、
お
菊
の
来
歴
と
身
分
な
ど

は
、
確
か
に
〈
番
町
〉
型
を
基
盤
と
し
て
お
り
、『
弁
疑
録
』
の
系
譜
上

に
位
置
す
る
も
の
と
、
ひ
と
ま
ず
は
把
握
さ
れ
る
。 

 

３
，『
小
説
』
と
『
弁
疑
録
』
と
の
相
違
点 

し
か
し
な
が
ら
、
登
場
人
物
の
細
か
な
設
定
や
、
後
半
の
筋
立
て
（
梗

概
⑨
以
降
）
に
は
、『
弁
疑
録
』
と
は
大
き
な
異
な
り
が
あ
る
。
以
下
、

『
小
説
』
の
設
定
や
筋
立
て
に
お
い
て
『
弁
疑
録
』
と
は
異
な
っ
て
い
る

部
分
を
、
対
比
的
に
示
す
。 

 

Ａ
、
お
菊
の
家
族
設
定 

『
弁
疑
録
』
で
は
、
盗
賊
・
高
坂
甚
内
の
娘
と
の
み
記
さ
れ
る
が
、『
小

説
』
で
は
、
甚
内
の
若
党
を
夫
と
し
て
お
り
、
二
人
の
間
に
は
息
子
も

い
る
。
夫
の
名
は
「
小
島
三
平
」、
息
子
は
「
重
松
」。 

 
Ｂ
、
お
菊
の
妹 

『
弁
疑
録
』
で
は
、
お
菊
の
兄
弟
姉
妹
へ
の
言
及
は
な
い
が
、『
小
説
』

で
は
、
お
結
と
い
う
妹
が
い
て
、
父
・
甚
内
の
処
刑
後
、
奴
遊
女
と
し
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て
吉
原
へ
出
さ
れ
、「
大
淀
」
と
い
う
太
夫
に
な
っ
て
い
る
。 

 

Ｃ
、
青
山
の
家
族
設
定 

『
弁
疑
録
』
で
は
懐
妊
中
の
妻
が
い
る
（
後
に
子
ど
も
が
生
ま
れ
る
）

が
、『
小
説
』
で
は
三
年
前
に
妻
に
死
別
し
、
今
は
独
り
身
で
あ
る
。 

 

Ｄ
、
青
山
か
ら
お
菊
へ
の
感
情 

『
弁
疑
録
』
で
は
、
青
山
は
特
に
お
菊
へ
の
恋
愛
感
情
を
持
っ
て
お
ら

ず
、青
山
の
妻
が
勝
手
に
関
係
を
疑
い
嫉
妬
し
て
い
る
だ
け
だ
が
、『
小

説
』
で
は
、
青
山
は
お
菊
に
恋
慕
・
執
心
し
、
執
拗
に
口
説
く
。 

 

Ｅ
、
皿
欠
損
の
理
由 

『
弁
疑
録
』
で
は
、
お
菊
は
自
ら
の
過
失
に
よ
り
皿
を
割
っ
て
し
ま
う

一
四

が
、『
小
説
』
で
は
、
用
人
・
相
川
忠
太
夫
の
口
説
き
に
応
じ
な
か

っ
た
腹
い
せ
に
、
他
の
女
中
が
皿
を
割
っ
た
濡
れ
衣
を
着
せ
ら
れ
る
。 

 

Ｆ
、
お
菊
の
死
の
理
由 

『
弁
疑
録
』
で
は
、
お
菊
は
皿
欠
損
の
罪
で
折
檻
・
指
を
切
ら
れ
る
な

ど
の
仕
置
き
を
受
け
る
。
監
禁
場
所
か
ら
這
い
出
し
、
青
山
夫
妻
に
祟

り
を
な
す
こ
と
を
誓
っ
て
自
ら
井
戸
へ
身
投
げ
す
る
。『
小
説
』で
は
、

皿
欠
損
の
罪
お
よ
び
、
叶
わ
ぬ
恋
の
意
趣
返
し
に
、
青
山
お
よ
び
忠
太

夫
に
よ
っ
て
斬
殺
さ
れ
、
井
戸
へ
投
げ
込
ま
れ
る
。 

 

Ｇ
、
青
山
へ
の
報
復 

『
弁
疑
録
』
で
は
、
お
菊
の
幽
霊
が
行
く
先
々
に
現
れ
た
り
、
生
ま
れ

た
子
ど
も
の
指
が
欠
損
し
て
い
た
り
と
、
お
菊
の
祟
り
が
次
々
と
襲
い

か
か
り
、
夫
婦
は
離
散
に
追
い
込
ま
れ
る
。『
小
説
』
で
は
、
お
菊
の

幽
霊
は
出
る
も
の
の
、青
山
・
忠
太
夫
を
直
接
的
に
追
い
詰
め
る
の
は
、

お
菊
の
夫
・
三
平
と
、
妹
・
お
結
（
大
淀
）、
そ
し
て
助
太
刀
と
な
っ

た
兵
藤
平
内
で
あ
る
。
三
人
に
よ
っ
て
裁
き
に
掛
け
ら
れ
た
忠
太
夫
は

獄
門
、
青
山
は
お
役
剥
奪
・
無
官
と
な
り
、
最
後
は
狂
死
す
る
。 

 

Ｈ
、
お
菊
の
成
仏 

『
弁
疑
録
』
で
は
、
皿
欠
損
に
よ
っ
て
成
仏
で
き
な
い
お
菊
の
幽
霊
は

夜
な
夜
な
井
戸
か
ら
現
れ
て
皿
を
数
え
る
が
、
了
誉
上
人
（
三
日
月
上

人
）
の
法
力
・
機
転
に
よ
っ
て
成
仏
が
叶
う
。『
小
説
』
で
は
、
三
平
・

お
結
に
よ
る
仇
討
ち
後
も
、
お
菊
の
幽
霊
は
青
山
に
付
き
ま
と
う
。
皿

欠
損
へ
の
未
練
も
み
ら
れ
ず
、
皿
数
え
の
趣
向
も
な
い
。
了
誉
上
人
は

登
場
せ
ず
、
お
菊
が
成
仏
し
た
と
い
う
明
確
な
記
述
も
な
い
。 
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こ
の
よ
う
に
、
お
菊
の
家
族
構
成
お
よ
び
、
皿
欠
損
以
降
の
展
開
に
お
い

て
、『
小
説
』
と
『
弁
疑
録
』
に
は
大
き
な
相
違
が
あ
る
。 

 

４
，『
小
説
』
と
〈
播
州
〉
型
「
皿
屋
敷
」
と
の
共
通
点 

『
小
説
』
に
お
け
る
、
こ
う
し
た
『
弁
疑
録
』
と
の
相
違
部
分
は
、
実

は
、〈
播
州
〉
型
「
皿
屋
敷
」
と
の
共
通
点
で
あ
る
。 

『
小
説
』
と
〈
播
州
〉
型
と
の
最
も
大
き
な
共
通
項
は
、
お
菊
に
夫
が

居
て
、
そ
の
夫
が
仇
討
ち
を
敢
行
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
（
Ａ
・
Ｇ
）。

夫
に
よ
る
仇
討
ち
は
、
浄
瑠
璃
『
皿
屋
舗
』
お
よ
び
『
実
成
』
に
共
通
す

る
枠
組
み
で
あ
る
。
加
え
て
、
播
州
に
残
る
実
録
類
で
も
、
お
菊
の
夫
（
許

嫁
）
が
仇
討
ち
に
奔
走
す
る
筋
立
て
に
な
っ
て
お
り
（
実
録
類
の
梗
概
に

つ
い
て
は
後
に
詳
述
す
る
）
一
五

、
お
菊
の
夫
に
よ
る
仇
討
ち
と
い
う
展

開
は
、
芸
能
の
み
な
ら
ず
、
広
く
〈
播
州
〉
型
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
で
あ
っ

た
と
思
し
い
。
な
お
、『
小
説
』
に
お
け
る
お
菊
の
夫
の
名
「
小
島
三
平
」

は
、
浄
瑠
璃
『
皿
屋
舗
』
お
よ
び
『
実
成
』
に
お
け
る
夫
の
名
「
船
瀬
三．

平．
」
が
意
識
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

次
に
挙
げ
ら
れ
る
共
通
項
は
、
皿
欠
損
の
理
由
と
お
菊
の
死
の
原
因

で
あ
る
（
Ｅ
・
Ｆ
）。『
弁
疑
録
』
と
『
小
説
』
と
の
決
定
的
な
違
い
は
、

お
菊
が
皿
を
自
ら
の
過
失
で
割
る
か
、
濡
れ
衣
を
着
せ
ら
れ
る
か
で
あ

る
が
、「
皿
紛
失
の
濡
れ
衣
を
着
せ
ら
れ
る
」
の
も
、〈
播
州
〉
型
に
共
通

す
る
枠
組
み
で
あ
る
。
浄
瑠
璃
『
皿
屋
舗
』
と
『
実
成
』
で
は
、
御
家
乗

っ
取
り
の
奸
計
を
お
菊
に
知
ら
れ
た
青
山
が
、
わ
ざ
と
皿
を
一
枚
隠
し
、

皿
紛
失
の
罪
を
着
せ
て
殺
す
。
播
州
の
実
録
類
で
も
、
青
山
の
家
来
が
お

菊
に
皿
紛
失
の
濡
れ
衣
を
着
せ
て
、
折
檻
の
上
斬
殺
す
る
。『
小
説
』
は

明
ら
か
に
〈
播
州
〉
型
を
取
り
入
れ
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
時
代
・
舞
台
と
人
物
設
定
の
面
で
は
『
弁
疑
録
』
を
下

敷
き
に
し
な
が
ら
も
、「
皿
欠
損
の
濡
れ
衣
と
陥
れ
」「
お
菊
の
夫
に
よ
る

仇
討
ち
」
と
い
う
〈
播
州
〉
型
の
展
開
を
積
極
的
に
取
り
込
み
、〈
番
町
〉

型
と
〈
播
州
〉
型
の
融
合
し
た
話
型
を
構
築
し
て
い
る
点
に
、『
小
説
』

の
最
大
の
特
徴
が
あ
る
と
い
え
る
。 

 

４―

１
、『
実
成
金
菊
月
』
か
ら
の
影
響 

中
で
も
直
接
的
な
影
響
を
み
て
お
く
べ
き
な
の
は
、
歌
舞
伎
の
『
実
成
』

と
そ
の
改
作
『
化
粧
』
で
あ
る
（
以
下
『
実
成
』
で
代
表
さ
せ
る
）。
同

じ
〈
播
州
〉
型
で
も
、
浄
瑠
璃
『
皿
屋
舗
』
と
『
実
成
』
に
は
少
な
か
ら

ぬ
相
違
点
が
あ
り
、『
小
説
』
に
直
接
影
響
を
与
え
た
の
は
『
実
成
』
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
、
浄
瑠
璃
『
皿
屋
舗
』
に
は
み
え
ず
、

『
実
成
』
と
『
小
説
』
と
に
共
通
す
る
点
を
整
理
し
、
両
者
の
関
係
を
明

確
に
し
た
い
。 
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⑴
一
子
の
存
在
と
三
平
の
職
業 

ま
ず
初
め
に
挙
げ
ら
れ
る
共
通
項
は
、
お
菊
・
三
平
夫
婦
に
子
ど
も
が

い
る
こ
と
、
夫
・
三
平
が
武
蔵
国
で
植
木
屋
に
身
を
や
つ
し
な
が
ら
そ
の

一
子
を
育
て
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
管
見
の
限
り
、〈
播

州
〉
型
の
諸
作
品
の
中
で
も
、『
実
成
』
の
み
に
み
ら
れ
る
設
定
で
あ
る
。

浄
瑠
璃
『
播
州
』
に
も
お
菊
の
夫
（
船
瀬
三
平
）
は
登
場
す
る
が
、
二
人

の
間
に
子
ど
も
が
い
る
と
い
う
記
述
は
み
ら
れ
な
い
。 

『
小
説
』
で
は
、
夫
・
三
平
と
一
子
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。 

 

（
お
菊
の
父
・
香
坂
甚
内
の
言
葉
） 

責
め
て
我
血
統
を
後
へ
残
さ
ん
と
思
ひ
、
三
平
と
お
菊
を
夫
婦
に

し
て
、
其
頃
葛
飾
郡
寺
島
村
（
目
下
の
向
島
）
辺
へ
僅
か
な
田
地

を
買
て
之
を
授
け
ま
し
た
。
三
平
と
菊
は
親
が
許
す
夫
婦
と
な
り

二
人
が
中
へ
一
子
を
生
じ
、
嗜す

き

な
道
と
て
植
樹
其
他
草
花
抔な

ど

を
培

養
致
ま
し
て…

（
後
略
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
第
十
三
席
） 

 

寺
島
の
里
に
残
り
ま
し
た
小
島
三
平
、（
中
略
）
重
松
と
云
ふ
幼
児
を

男
の
手
一
ツ
で
養
育
致
し
て
、
此
重
松
を
肌
に
背
負
ひ
植
樹
の
駕
籠

を
擔か

つ

ぎ
ま
し
て…

（
後
略
） 

 
 

（
第
十
四
席
目
〈
雑
誌
の
表
記
は
「
第
十
三
席
」〉） 

お
菊
は
、
父
・
甚
内
の
若
党
で
あ
っ
た
小
島
三
平
と
夫
婦
に
な
り
、
一
子
・

重
松
を
も
う
け
、
武
蔵
国
葛
飾
郡
寺
島
村
に
て
植
木
屋
を
営
ん
で
い
た
。

お
菊
が
青
山
の
屋
敷
へ
奴
奉
公
に
出
て
か
ら
は
、
三
平
が
一
人
で
重
松

を
育
て
な
が
ら
、
植
木
屋
稼
業
を
続
け
て
い
る
。 

 

『
実
成
』
で
も
、
お
菊
の
夫
・
船
瀬
三
平
は
武
蔵
国
に
て
植
木
屋
と
し

て
生
計
を
立
て
て
い
る
こ
と
が
、
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
。 

  

（
三
平
の
家
来
・
下
部
繁
平
の
言
葉
） 

長
の
お
暇
給
わ
り
し
拙
者
が
古
主
船
瀬
三
平
。
二
君
に
仕
へ
ぬ
侍
わ

ざ
、
只
今
に
て
は
浪
々
の
活
計

た

つ

き

に
せ
ま
る
土
民
の
境
涯
。
た
し
か
武

蔵
の
葛
飾
に
て
、
わ
づ
か
な
植
木
を
渡
世
の
様
子
。 

 

（
三
建
目
「
播
州
細
川
家
浜
館
の
場
」） 

 

さ
ら
に
、
六
建
目
「
寺
嶋
村
植
木
屋
の
場
」
は
、
ま
さ
に
そ
の
武
蔵
国
寺

嶋
村
を
舞
台
と
し
た
場
面
で
、
そ
こ
に
住
ま
う
「
植
木
屋
十
作
実
は
船
瀬

三
平
」
と
、「
十
作
一
子
十
松
」
が
お
菊
の
死
の
真
相
を
知
り
、
仇
討
ち

へ
向
か
う
経
緯
が
描
か
れ
る
。
お
菊
夫
婦
に
子
ど
も
が
い
る
こ
と
、
夫
が

植
木
屋
に
身
を
や
つ
す
と
い
う
具
体
的
な
設
定
、
お
よ
び
武
蔵
国
寺
島

（
嶋
）
村
と
い
う
居
住
地
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
小
説
』
が
『
実

成
』
の
設
定
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
い
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
な
お
、『
実
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成
』
六
建
目
「
同
幽
霊
子
別
の
場
」
で
は
、
三
平
・
十
松
（
と
お
菊
の
父
・

佐
次
太
夫
）
が
お
菊
の
幽
霊
と
邂
逅
す
る
場
面
が
描
か
れ
る
が
、
同
様
の

場
面
は
『
小
説
』
に
も
登
場
す
る
（
第
二
十
一
・
二
十
二
席
目
〈
雑
誌
の

表
記
は
「
第
二
十
席
」「
第
十
九
席
」〉）。
こ
こ
に
も
『
実
成
』
か
ら
の
影

響
が
指
摘
で
き
る
。『
小
説
』
で
は
子
ど
も
の
名
前
が
「
重
松
」
で
、『
実

成
』
の
「
十
松
」
と
近
似
し
て
い
る
点
も
留
意
さ
れ
よ
う
。 

 

⑵
お
菊
殺
害
の
理
由 

二
点
目
の
共
通
項
は
、
青
山
が
お
菊
へ
恋
心
を
抱
い
て
お
り
、
そ
れ
が

叶
わ
な
か
っ
た
恨
み
が
、
皿
欠
損
と
相
俟
っ
て
お
菊
殺
害
の
理
由
に
な

る
点
で
あ
る
。『
小
説
』
に
お
い
て
主
膳
は
、
周
囲
の
薦
め
も
あ
っ
て
、

次
の
よ
う
に
お
菊
に
迫
る
。 

 

此
主
膳
真
か
ら
底
か
ら
其
方
に
恋
着
致
し
た
。
臍
緒
を
切
て
初
め
て

女
子

に

ょ

し

に
惚
れ
た
ん
で
有
る
に
依
て
、
其
方
に
於
て
も
豈
夫

よ

も

や

否
や
を
申

す
ま
い
か
ら
、
今
宵
を
初
め
主
膳
の
寝
間
の
伽
を
致
せ…

 

（
第
十
五
席
目
〈
雑
誌
の
表
記
は
「
第
十
四
席
」〉） 

 

主
膳
は
三
年
前
に
妻
に
死
別
し
て
い
る
が
、
お
菊
に
会
っ
て
生
ま
れ
て

初
め
て
女
性
に
恋
を
し
た
と
明
か
し
、
自
分
の
意
に
従
う
よ
う
迫
る
。
し

か
し
お
菊
が
、
夫
も
子
も
あ
る
身
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
主
膳
の
申
し

出
を
断
る
と
、
次
の
よ
う
に
言
う
。 

 

此
主
膳
、
生
れ
て
初
め
て
婦
人

を

ん

な

の
色
香
に
迷
ひ
、
即
ち
是
が
終
り
の

初
物
。
其
方

そ

ち

の
為
め
に
嫌
は
れ
て
恋
の
叶
は
ぬ
遺
恨
と
家
の
重
器
を

破
壊
致
し
た
二
ツ
の
罪
が
一
ツ
に
成
て
、
残
念
な
が
ら
其
美
し
い
其

方
も
空
し
く
古
井
の
苔
と
致
し
て
仕
舞
は
ね
ば
な
ら
ぬ…

 
 

 
 

 
 

（
第
十
七
席
目
〈
雑
誌
の
表
記
は
「
第
十
六
席
」〉） 

 

意
に
沿
わ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
恋
の
叶
わ
ぬ
遺
恨
と
、
家
宝
の
皿
を
破
損

し
た
罪
に
よ
っ
て
成
敗
す
る
と
脅
す
。
主
膳
は
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
、「
我
が

意
に
従
え
ば
命
は
取
ら
な
い
」
と
迫
る
が
、
お
菊
は
頑
と
し
て
受
け
入
れ

な
い
。
そ
の
た
め
憎
さ
百
倍
と
な
り
、
最
後
に
は
惨
殺
に
及
ぶ
の
で
あ
る
。 

『
実
成
』
の
お
菊
殺
害
も
ま
た
、
明
確
に
、
青
山
の
「
叶
わ
ぬ
恋
の
意

趣
返
し
」
が
理
由
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
皿
紛
失
の
過

失
を
捏
ち
上
げ
て
無
実
の
罪
を
着
せ
る
の
は
、
御
家
乗
っ
取
り
の
謀
略

を
知
ら
れ
た
た
め
と
い
う
の
が
大
き
な
理
由
で
は
あ
る
の
だ
が
、
そ
こ

に
「
恋
の
叶
わ
ぬ
遺
恨
」
を
絡
め
る
の
は
、
浄
瑠
璃
『
皿
屋
舗
』
に
は
な

い
趣
向
で
あ
る
。 

『
実
成
』
に
お
い
て
、
皿
紛
失
の
責
め
を
受
け
る
お
菊
に
対
し
、
青
山
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は
次
の
よ
う
に
言
う
。 

 
団[
鉄
山] 

ど
ふ
だ
苦
し
い
か
。「
人
我
に
辛
け
れ
ば
、
我
ま
た
人
に

辛
し
」
の
譬
へ 

○ 

数
へ
て
み
れ
ば
早
五
ツ
年
。
わ
れ
が
心
に
覚

が
有
ふ 
○ 
ま
だ
其
方
が
奥
方
に
宮
仕
へ
に
て
有
り
し
頃 

○ 

恥
し
な
が
ら
ぞ
つ
こ
ん
執
心 

○ 

折
待
つ
宵
の
月
の
宴
、
く
ど
け

ど
い
つ
か
な
聞
訳
な
く 

○ 

わ
れ
に
見
か
へ
て
三
平
に
乳
繰
り

合
つ
た
も
奥
方
が
情
に
よ
つ
て
夫
婦
の
堅
め 

○ 

小
胸
が
悪
い 

○ 

浪
々
の
そ
の
内
に
子
中
な
し
た
と
聞
に
つ
け
、
思
ひ
絶
へ
て

も
心
の
煩
悩
。 

小
団[

お
菊] 

そ
ん
な
ら
恋
の
叶
わ
ぬ
を
根
に
も
つ
て 

○ 

私

に
憂
目
を
見
せ
る
の
じ
や
な
。 

団[

鉄
山] 

ヤ
ア
お
ろ
か

く 

○ 

大
望
抱
く
こ
の
鉄
山
、
成
り

下
り
の
下
素
女
郎
に
さ
ま
で
心
を
苦
し
め
ん
や 
○ 
な
れ
ど

も
一
旦
執
心
の
思
ひ
を
遂
ぐ
る
も
武
士
の
意
地 

○ 
口
外
な

し
た
る
刀
の
手
前 

夫
ト

三
平
は
言
ふ
に
及
ば
ず
、
親
佐
次
太
夫

も
今
に
寂
滅 

○ 

そ
れ
と
も
に 

○ 

三
平
を
振
り
す
て
身

が
心
に
従
へ
ば
、
科
を
許
し
て
今
日
よ
り
、
栄
耀
栄
花
は
身
の
仕

合
、
色
よ
い
返
事
は
、
ど
ふ
だ

く
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
五
建
目
「
浅
山
鉄
山
下
屋
敷
の
場
」） 

責
め
場
で
は
、
青
山
は
妻
が
生
き
て
い
た
頃
か
ら
お
菊
に
執
心
し
て
い

た
こ
と
が
明
か
さ
れ
、
お
菊
が
自
分
に
靡
か
な
い
こ
と
へ
の
嫉
妬
心
が
、

皿
紛
失
に
対
す
る
責
め
を
苛
烈
な
も
の
に
し
て
い
る
こ
と
が
描
か
れ

る
。「
三
平
を
振
り
す
て
身
が
心
に
従
へ
ば
、
科
を
許
し
て
今
日
よ
り
、

栄
耀
栄
花
は
身
の
仕
合
、
色
よ
い
返
事
は
、
ど
ふ
だ

く
」
と
、
我
が
意

に
従
え
ば
罪
を
許
す
と
迫
る
点
も
、『
小
説
』
と
共
通
す
る
。 

浄
瑠
璃
『
播
州
』
で
は
、
青
山
が
お
菊
を
殺
害
す
る
の
は
、
御
家
乗
っ

取
り
の
計
画
を
知
っ
た
下
郎
を
殺
し
た
と
こ
ろ
を
、
お
菊
に
見
ら
れ
て

し
ま
っ
た
こ
と
が
原
因
で
あ
る
。
鉄
山
は
、
お
菊
の
口
封
じ
を
す
る
た
め
、

わ
ざ
と
自
ら
皿
を
一
枚
隠
し
、
お
菊
に
罪
を
着
せ
て
殺
す
の
で
あ
り
、
青

山
が
お
菊
に
懸
想
し
た
と
い
う
よ
う
な
設
定
は
全
く
み
ら
れ
な
い
一
六

。 

 

以
上
の
よ
う
に
、『
小
説
』
に
は
『
実
成
』
と
の
共
通
項
が
数
多
く
見

出
さ
れ
る
。『
小
説
』
創
作
に
お
い
て
は
〈
播
州
〉
型
「
皿
屋
敷
」―

就
中
、『
実
成
』
に
代
表
さ
れ
る
歌
舞
伎
の
「
皿
屋
敷
」
が
参
照
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
す
で
に
越
智
治
雄
が
『
小
説
』
に
つ
い
て
、

「
お
菊
に
夫
三
平
が
お
り
、
そ
の
間
に
子
が
生
ま
れ
て
い
る
と
い
う
設

定
は
、
明
ら
か
に
浄
瑠
璃
、
歌
舞
伎
劇
か
ら
き
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
と

こ
ろ
で
あ
る
一
七

が
、
そ
の
他
に
も
、
特
に
『
実
成
』
か
ら
摂
取
さ
れ
た
点

は
少
な
く
な
い
と
い
え
る
。 

実
際
、『
小
説
』
に
は
、
歌
舞
伎
と
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
引
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き
ご
と
が
み
え
る
。 

 
皿
屋
敷
の
井
戸
の
場
は
劇
場

し

ば

ゐ

で
は
い
つ
も
呼
場
で
御
座
い
ま
す
。
甚

だ
時
代
な
事
を
申
す
や
う
で
は
御
座
い
ま
す
が
、
拙
者
抔

て
ま
い
な
ど

の
若
い
時

に
市
川
小
団
治
（
先
代
の
高
島
屋
）
が
一
丁
目
中
村
座
の
秋
狂
言
に

皿
屋
敷
を
演
じ
ま
し
た
。
其
時
は
青
山
主
膳
、
事
劇
場
で
は
青
山
鉄

山
、
是
は
八
代
目
団
十
郎
の
役
で
御
座
い
ま
し
た
。
此
井
戸
の
場
は

出
物
止
め
に
相
成
り
ま
し
た
。
是
が
為
に
凡
八
十
日
ほ
ど
大
入
大
繁

昌
を
致
し
た
事
を
眼
に
染
み
て
居
り
ま
す
。
其
後
明
治
に
相
成
り
ま

し
て
、
新
富
座
の
夜
劇
場
で
、
現
時

た
ゞ
い
ま

の
菊
五
郎
が
お
菊
に
扮
し
団
洲

翁
が
鉄
山
で
、
是
も
又
非
常
の
喝
采
を
得
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

（
第
十
七
席
目
〈
雑
誌
の
表
記
は
「
第
十
六
席
」〉） 

 

伯
円
が
若
い
時
に
観
た
と
い
う
「
中
村
座
の
秋
狂
言
」
は
、
嘉
永
三
年

（
一
八
五
〇
）
九
月
八
日
よ
り
中
村
座
で
掛
か
っ
た
、
他
な
ら
ぬ
『
実

成
金
菊
月
』
で
あ
る
と
み
て
よ
い
。
お
菊
を
演
じ
た
の
は
、
後
に
伯
円

と
親
交
を
深
め
る
こ
と
に
な
る
四
代
目
市
川
小
団
次
で
、『
歌
舞
伎
年

代
記 

続
編
』
に
は
「
五
立
目
。（
中
略
）
直
に
幽
霊
に
な
り
鉄
山
悩
す

処
大
出
来
」「
六
立
目
。
十
作
内
お
菊
の
怪
談
大
出
来
」
と
絶
賛
さ
れ

て
い
る
一
八

。
ま
た
、「
新
富
座
の
夜
劇
場
」
は
、
明
治
十
一
年
八
月
九

日
か
ら
九
月
十
五
日
ま
で
行
わ
れ
た
、
新
富
座
の
「
舞
台
明
治
世
夜

劇
」
で
あ
ろ
う
。
お
菊
は
五
代
目
菊
五
郎
、
鉄
山
は
九
代
目
団
十
郎
で

あ
っ
た
一
九

。
絵
役
番
附
に
「
播
州
皿
屋
鋪
」
と
あ
り
、「
浅
山
邸
の

場
」「
三
平
内
の
場
」
に
加
え
て
「
関
口
水
車
の
場
」
の
記
載
が
み
え

る
二
〇

こ
と
か
ら
、
こ
の
「
皿
屋
敷
」
は
、『
実
成
』
に
黙
阿
弥
が
大
団

円
の
結
末
を
追
加
し
た
『
化
粧
』
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。
伯
円
の

脳
裏
に
は
、
こ
う
し
た
歌
舞
伎
に
お
け
る
「
皿
屋
敷
」
が
印
象
づ
け
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。『
小
説
』
に
『
実
成
』
と
の
共
通
項

が
見
い
だ
さ
れ
る
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
観
劇
経
験
と
「
皿
屋
敷
も

の
」
へ
の
知
識
・
理
解
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

加
え
て
、
講
談
を
歌
舞
伎
の
「
実
説
」
と
し
て
仕
立
て
る
意
図
も
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
先
の
引
用
箇
所
の
続
き
に
は
、

次
の
よ
う
に
あ
る
。 

 

い
づ
れ
も
残
酷
な
殺
し
場
に
愁
歎
が
有
ま
し
て
、
是
に
は
義
太
夫
が

這
入
り
道
具
建
と
云
ひ
余
程
面
白
く
雅
俗
共
に
歓
び
ま
す
処
で
有

ま
す
が
、
如
何
に
せ
ん
講
談
は
箇
様
な
所
は
格
別
看
客
を
し
て
歓
ば

せ
る
と
云
ふ
訳
に
は
決
し
て
往
き
ま
せ
ん
。
依
て
此
井
戸
の
所
は
極

淡
泊
に
述
べ
て
置
き
ま
し
て
、
其
余
の
所
に
甘
味
有
る
や
う
に
注
意

致
し
ま
せ
う
。
看
客
諸
君
其
お
積
り
で
御
一
読
願
ひ
ま
す
。 
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聴
き
手
（
読
み
手
）
が
歌
舞
伎
の
「
皿
屋
敷
」
に
親
し
ん
で
い
る
と
い
う

前
提
の
も
と
、
対
比
的
に
講
談
を
読
み
進
め
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま

た
、
第
十
六
席
目
（
雑
誌
の
表
記
は
「
第
十
五
席
」）
に
お
い
て
相
川
忠

太
夫
が
お
菊
に
言
い
寄
る
場
面
で
は
、「
劇
場

し

ば

ゐ

な
れ
ば
二
枚
目
仇
き
到
底

出
来
な
い
相
談
で
は
有
ま
す
が
」
と
い
う
引
き
ご
と
が
入
り
、
歌
舞
伎
に

お
け
る
青
山
の
家
臣
・
忠
太
と
、
忠
太
夫
と
を
比
較
す
る
か
た
ち
で
物
語

を
進
行
し
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
歌
舞
伎
の
筋
立
て
や
趣
向
を
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
の
「
実

説
」
と
し
て
、「
あ
の
よ
く
知
ら
れ
た
皿
屋
敷
の
顛
末
や
登
場
人
物
は
、

実
は
こ
う
だ
っ
た
」
と
い
う
角
度
か
ら
、
講
談
「
皿
屋
敷
」
を
書
く
意
図

の
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
も
っ
と
も
、
題
目
が
「
実
説
」
で
は
な

く
「
小
説
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
、
冒
頭
に
は
「
其

の
お
話
の
事
実
を
取
調
べ
ま
し
て
発
端
か
ら
申
上
げ
る
の
で
御
座
い
ま

す
」（
第
一
席
）
と
あ
る
一
方
、
末
尾
は
「
小
説
と
実
録
と
を
一
緒
に
致

し
た
此
の
長
譚
も
今
日
で
結
局
で
御
座
い
ま
す
」（
第
二
十
六
席
目
〈
雑

誌
の
表
記
は
「
第
二
十
四
席
」〉）
と
締
め
括
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し

て
も
、「
皿
屋
敷
」
と
い
う
よ
く
知
ら
れ
た
演
目
を
掛
け
る
に
あ
た
っ
て

は
、
聴
き
手
が
必
ず
想
起
す
る
で
あ
ろ
う
歌
舞
伎
の
「
皿
屋
敷
も
の
」
を

ふ
ま
え
る
こ
と
は
、
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

 

４―

２
，
実
録
と
の
か
か
わ
り 

一
方
、『
小
説
』
に
は
、
浄
瑠
璃
『
播
州
』
に
も
『
実
成
』
に
も
み
ら

れ
な
い
特
徴
が
あ
る
。 

⑴
お
菊
の
妹
・
大
淀
に
よ
る
仇
討
ち 

梗
概
で
述
べ
た
よ
う
に
、『
小
説
』
で
は
、
お
菊
に
は
妹
・
お
結
が
お

り
、
奴
遊
女
と
し
て
吉
原
に
遣
ら
れ
、「
大
淀
太
夫
」
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
大
淀
が
、
お
菊
の
夫
・
三
平
と
と
も
に
、
忠
太
夫
と
主
膳
を
訴
え
出

る
一
計
を
案
じ
、
姉
の
仇
討
ち
を
成
し
遂
げ
る
。「
お
菊
妹
に
よ
る
仇
討

ち
」
と
い
う
展
開
は
、
浄
瑠
璃
『
皿
屋
舗
』
や
『
実
成
』
に
は
み
え
な
い

も
の
で
あ
る
。『
実
成
』
に
も
、
お
菊
の
妹
（
お
み
ね
）
は
登
場
す
る
が
、

お
み
ね
は
三
平
の
弟
と
夫
婦
と
な
り
、
旧
君
・
巴
之
介
・
花
園
姫
夫
婦
の

身
替
わ
り
と
な
っ
て
果
て
る
役
回
り
で
、
仇
討
ち
に
は
関
わ
ら
な
い
二
一

。 

 

⑵
青
山
の
家
来
・
相
川
忠
太
夫
に
よ
る
執
心
と
讒
言 

『
小
説
』
に
登
場
す
る
「
相
川
忠
太
夫
」
と
い
う
悪
臣
は
、
そ
れ
ま
で

の
作
品
に
は
み
え
な
い
。「
忠
太
夫
」
と
い
う
名
前
は
、『
実
成
』
に
登
場

す
る
鉄
山
の
家
来
「
浅
山
忠
太
」
お
よ
び
、『
化
粧
』
に
登
場
す
る
「
岩

淵
忠
太
」
に
依
っ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
人
物
を
ふ
ま
え
て

て
造
型
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、
物
語
に
お
け
る
役
回
り
・
重

要
性
は
大
き
く
異
な
る
。
確
か
に
、『
実
成
』
の
忠
太
は
、
青
山
と
と
も
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に
御
家
乗
っ
取
り
の
悪
計
を
企
み
、
お
菊
折
檻
と
殺
害
に
も
深
く
関
わ

る
人
物
で
は
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
お
菊
殺
し
の
主
体
は
鉄
山
で
あ
り
、
忠

太
は
鉄
山
を
手
伝
う
家
来
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
『
小
説
』
の
相

川
忠
太
夫
は
、
お
菊
の
弱
み
に
つ
け
込
み
言
い
寄
る
ば
か
り
か
、
腕
づ
く

で
も
の
に
し
よ
う
と
迫
り
、
そ
れ
で
も
拒
否
さ
れ
る
と
、
皿
欠
損
の
罪
を

か
ぶ
せ
て
、
青
山
に
讒
言
す
る
。
何
も
知
ら
な
い
青
山
は
、
忠
太
夫
の
言

を
信
じ
て
お
菊
殺
害
に
及
ぶ
。
残
虐
な
殺
し
を
行
っ
た
の
は
青
山
で
あ

る
も
の
の
、
姑
息
な
手
段
で
そ
の
要
因
を
作
っ
た
の
は
忠
太
夫
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
幽
霊
と
な
っ
た
お
菊
が
真
っ
先
に
祟
る
対
象
と
な
っ
て
い

る
（
第
十
八
・
十
九
席
目
〈
雑
誌
の
表
記
は
「
第
十
七
席
」「
第
十
八
席
」〉）。 

こ
れ
ら
二
点
の
特
徴
は
、
播
州
に
残
る
実
録
類
二
二

に
み
え
る
も
の
で

あ
る
。
実
録
類
に
共
通
す
る
梗
概
を
示
す
。 

 １
，
播
州
姫
路
城
主
・
小
寺
則
元
（
職
）
に
仕
え
る
悪
臣
・
青
山
鉄
山
は
、

御
家
乗
っ
取
り
を
企
み
、
則
元
ら
を
姫
路
城
か
ら
追
い
出
し
た
。 

２
，
お
菊
は
青
山
家
で
下
女
と
し
て
仕
え
て
い
る
が
、
青
山
の
奸
計
を
姫

路
へ
伝
え
て
い
る
。
お
菊
に
は
、
小
寺
家
の
家
臣
・
衣
笠
靫
負
（
介
）

と
い
う
夫
（
許
嫁
）
が
い
る
。
ま
た
、
室
津
で
遊
女
の
身
と
な
っ
て

い
る
、
花
鳥
・
花
月
と
い
う
二
人
の
妹
が
い
る
。 

３
，
青
山
の
家
臣
・
町
坪
弾
四
郎
は
、
か
ね
て
よ
り
お
菊
に
想
い
を
掛
け

て
い
た
が
、
お
菊
が
靡
か
な
い
こ
と
に
腹
を
立
て
、
十
枚
揃
え
の
具

足
の
皿
を
一
枚
隠
し
、
お
菊
に
そ
の
罪
を
着
せ
る
。 

４
，
弾
四
郎
は
鉄
山
に
、
菊
が
小
寺
と
内
通
し
て
い
る
こ
と
を
密
告
し
、

「
皿
を
紛
失
し
た
」
と
虚
偽
の
報
告
を
す
る
。
そ
れ
を
聞
い
た
鉄
山

は
、
弾
四
郎
に
命
じ
、
お
菊
に
責
め
を
加
え
て
殺
害
さ
せ
た
。 

５
，
お
菊
の
夫
・
衣
笠
靫
負
は
、
お
菊
の
幽
霊
に
逢
い
、
事
の
一
部
始
終

を
知
る
。 

６
，
小
寺
家
の
家
臣
ら
は
、
青
山
を
攻
め
姫
路
城
を
奪
還
す
る
。
青
山
は

打
首
と
な
り
、
弾
四
郎
も
隠
し
て
い
た
皿
を
揃
え
て
降
参
す
る
。 

７
，
お
菊
の
妹
花
鳥
・
花
月
は
、
姉
の
仇
討
ち
を
申
し
出
る
。
お
菊
の
幽

霊
お
よ
び
小
寺
家
臣
の
助
太
刀
も
あ
り
、
二
人
は
無
事
に
、
町
坪
弾

四
郎
を
討
ち
果
た
す
。 

 

実
録
類
に
は
、
お
菊
の
妹
二
人
（
花
鳥
・
花
月
）
が
、
室
津
の
遊
女
の
身

に
な
り
つ
つ
も
、
姉
の
仇
討
ち
を
敢
行
す
る
と
い
う
筋
立
て
が
み
え
る

（
７
）。「
妹
が
遊
女
に
な
り
、
後
に
仇
討
ち
に
関
わ
る
」
と
い
う
共
通
項

は
看
過
で
き
ず
、『
小
説
』
創
作
上
、
何
ら
か
の
形
で
参
照
さ
れ
た
可
能

性
が
考
え
ら
れ
る
。 

ま
た
、
青
山
の
家
臣
・
町
坪
弾
四
郎
は
、
お
菊
に
横
恋
慕
し
た
挙
げ
句
、

靡
か
な
か
っ
た
腹
い
せ
と
し
て
、
わ
ざ
と
皿
を
隠
し
て
お
菊
に
罪
を
着
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せ
る
。 

 
町
坪
弾
四
郎
取
持
に
参
候
処
、
つ
ね
〳
〵
く
女
に
目
を
か
け
、
女
房

に
せ
ん
と
千
束
の
文
、
出
入
の
節
い
ろ
〳
〵
せ
ど
も
、
小
五
郎
と
契

約
な
れ
ば
が
て
ん
せ
ず
。（
中
略
）
弾
四
郎
悪
心
ゆ
へ
、
工た

く

ミ
の
ほ

ど
お
そ
ろ
し
く
、
此
振
舞
の
折
、
皿
一
ツ
、
町
坪
ぬ
す
ミ
置…
 

（「
播
州
皿
屋
鋪
并
入
梅
松
」『
播
陽
万
宝
知
恵
袋 

下
』） 

 青
山
は
そ
の
讒
言
を
信
じ
て
お
菊
を
手
に
掛
け
る
の
で
あ
り
、
お
菊
の

死
の
き
っ
か
け
を
作
っ
た
の
は
、
弾
四
郎
で
あ
る
。『
小
説
』
に
登
場
す

る
相
川
忠
太
夫
の
造
型
は
、
実
録
類
に
登
場
す
る
青
山
の
悪
臣
「
町
坪
弾

四
郎
」
と
の
近
似
を
色
濃
く
感
じ
さ
せ
る
。 

播
州
で
作
ら
れ
た
実
録
類
は
、
版
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ど

こ
ま
で
広
く
認
知
さ
れ
て
い
た
か
定
か
で
は
な
い
。
ま
た
、
伯
円
が
実
録

類
を
参
照
し
た
と
い
う
確
た
る
証
拠
も
な
く
、
こ
れ
ら
の
相
似
点
を
以

て
、
実
録
類
か
ら
の
直
接
的
な
影
響
を
考
え
る
の
は
早
計
で
あ
ろ
う
。
た

だ
、
関
西
で
は
あ
る
程
度
知
ら
れ
た
話
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
明
治
三
十
九

年
に
大
阪
の
松
島
八
千
代
座
で
上
演
さ
れ
た
『
実
録
皿
屋
敷
』
や
、『
神

戸
又
新
日
報
』
に
連
載
の
後
、
大
正
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
芳
尾
生
『
新
説

怪
談
皿
屋
敷
』
は
、
播
州
の
実
録
物
に
依
っ
た
設
定
・
筋
立
て
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
調
査
を
す
す
め
た
い
。 

 ５
，
後
世
へ
の
影
響 

 

こ
こ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
伯
円
『
小
説
』
は
、『
弁
疑
録
』
に
よ

っ
て
形
成
さ
れ
た
〈
番
町
〉
型
の
「
皿
屋
敷
」
を
基
盤
と
し
つ
つ
、〈
播

州
〉
型
で
あ
る
歌
舞
伎
『
実
成
』『
化
粧
』
の
展
開
を
織
り
込
み
、
さ
ら

に
は
播
州
の
実
録
類
に
み
え
る
特
徴
も
加
味
し
な
が
ら
、
独
自
の
「
皿
屋

敷
」
を
確
立
し
た
。
こ
う
し
た
独
自
の
筋
立
て
は
、
明
治
～
大
正
期
の
講

談
に
引
き
継
が
れ
る
。
吉
田
屋
敷
の
来
歴→

忠
太
夫
に
よ
る
濡
れ
衣
と

讒
言→

青
山
と
忠
太
夫
に
よ
る
お
菊
殺
し→

お
菊
夫
・
妹
に
よ
る
仇
討

ち
、
と
い
う
『
小
説
』
と
同
様
の
筋
立
て
を
持
つ
講
談
に
は
、
現
在
確
認

で
き
た
だ
け
で
も
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。 

  

・
明
治
三
十
五
年
『
吉
田
御
殿
鹿
の
子
振
袖
』
二
三 

（
式
亭
三
馬
口
演
、
中
川
玉
・
吉
田
至
出
版
） 

・
明
治
三
十
五
年
『
怪
談
皿
屋
敷
』
二
四 

（
式
亭
三
馬
口
演
、
中
川
玉
出
版
） 

・
明
治
四
十
年
「
実
説
皿
屋
敷
」 

 
 

 
 

 
 

  

（
猫
遊
軒
伯
知
、『
文
芸
倶
楽
部
』
第
十
三
巻
十
四
号
） 

・
明
治
四
十
三
年
『
実
説
怪
談
百
物
語
』（
桃
川
如
燕
口
演
、
国
華
堂
） 
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・
大
正
三
年
「
お
き
く
三
平
皿
屋
敷
後
日
譚
」 

（
猫
遊
軒
伯
知
『
文
芸
倶
楽
部
』
第
二
十
巻
第
十
四
号
） 

・
大
正
七
年
「
実
説
番
町
皿
屋
敷
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
猫
遊
軒
伯
知
講
演
、
浪
上
義
三
郎
速
記
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

『
娯
楽
世
界
』
第
六
巻
第
六
号
） 

 

・
大
正
十
一
年
『
実
説
怪
談 

番
町
皿
屋
敷
』 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
悟
道
軒
円
玉
講
演
、
博
文
館
） 

 

同
時
期
に
は
、『
番
町
皿
屋
敷
』（
放
牛
舎
桃
湖
口
演
・
転
々
堂
吟
竹
速
記
、

博
盛
堂
、
明
治
三
十
一
年
）
の
よ
う
に
、『
弁
疑
録
』
と
同
様
の
筋
立
て

に
よ
る
も
の
も
あ
る
こ
と
は
あ
る
が
、
伯
円
『
小
説
』
が
、
伯
知
・
円
玉

ら
弟
子
の
口
演
・
筆
記
を
通
じ
て
広
ま
り
、
そ
の
後
の
講
談
「
皿
屋
敷
」

の
話
型
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
疑
い
な
い
二
五

。 

 

さ
ら
に
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、『
小
説
』
は
、
歌
舞
伎
に
も
脚
色

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。『
百
花
園
』
へ
の
連
載
終
了
か
ら
わ
ず
か
四

ヶ
月
後
に
、『
小
説
』
発
端
部
分
を
舞
台
化
し
た
『
吉
田
御
殿
招
振
袖
』

が
、
江
戸
寿
座
で
上
演
さ
れ
て
い
る
。
辻
番
付
に
は
「
松
林
伯
円
翁
が
得

意
の
読
物
、
彼
の
皿
屋
舗
の
発
端
を
歌
舞
伎
に
脚
色

し

く

み
し
狂
言
（
後
略
）
」

「
百
花
園
の
筆
記
を
其
儘
」
と
あ
り
、
伯
円
の
速
記
を
原
作
と
し
て
い
る

こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
二
六

。 

続
い
て
、
明
治
二
十
八
年
六
月
に
は
、
東
京
演
伎
座
で
『
怪
談
実
説
皿

屋
敷
』
が
上
演
さ
れ
て
い
る
二
七

。『
読
売
新
聞
』
の
劇
評
に
「
今
回
の
書

卸
に
て
従
来
の
お
菊
の
怪
談
と
ハ
少
し
趣
き
替
れ
り
。
是
れ
ハ
伯
円
の

講
談
を
芝
居
に
遷
し
た
る
が
如
し
」
と
す
る
通
り
、
こ
ち
ら
は
『
小
説
』

全
編
が
そ
の
ま
ま
歌
舞
伎
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
二
八

。『
続
々
歌
舞
伎
年

代
記
』
に
は
、
役
名
と
し
て
「
青
山
主
膳
」「
小
島
三
平
実
は
植
木
屋
三

平
」「
相
川
忠
太
夫
」「
三
平
女
房
お
き
く
実
は
腰
元
お
き
く
」「
遊
女
大

淀
」
な
ど
の
記
載
が
見
え
、
梗
概
は
先
述
の
『
読
売
新
聞
』
劇
評
に
、
三

回
に
亘
っ
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
二
九

。
概
ね
『
小
説
』
の
筋
立
て
通
り
だ

が
、
忠
太
夫
・
青
山
に
対
し
て
お
上
の
裁
き
を
恃
む
と
い
う
『
小
説
』
の

結
末
と
は
異
な
り
、
平
内
・
三
平
・
大
淀
が
相
川
忠
太
夫
に
対
峙
し
、
真

っ
向
か
ら
仇
討
勝
負
を
申
し
込
こ
む
と
こ
ろ
で
切
れ
場
と
な
っ
て
い
る
。 

 

も
っ
と
も
、
当
該
作
は
、
前
掲
『
読
売
新
聞
』
の
劇
評
で
は
次
の
よ
う

に
酷
評
さ
れ
て
い
る
。 

 

芝
居
の
虚
大
が
一
般
人
の
脳
髄
に
満
々
た
れ
バ
之
を
目
的
に
講
談

師
が
、
芝
居
で
為
る
お
菊
彼
れ
ハ
虚
誕
な
り
、
実
ハ
斯
々
個
様

く

と
、
お
月
様
の
大
き
さ
ハ
団
子
位
が
本
統
な
り
と
云
ふ
様
に
叩
き
立

つ
れ
バ
こ
そ
、
双
方
相
待
つ
て
面
白
き
に
、
此
の
反
対
に
立
て
る
講

談
を
そ
の
儘
演
劇
の
舞
台
に
登
す
の
事
あ
ら
ん
か
。
是
れ
恰
も
敵
を
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迎
へ
て
客
に
請
ず
る
と
均
し
く
、
見
て
其
の
恐
る
べ
く
不
愉
快
な
る

は
当
然
の
道
理
な
り
。 

 

観
客
が
芝
居
を
熟
知
し
た
上
で
、
そ
の
芝
居
の
虚
誕
を
講
談
師
が
言
い

立
て
て
い
く
の
は
面
白
い
が
、
そ
の
逆
は
、
ま
る
で
敵
を
客
と
し
て
迎
え

て
い
る
（
こ
れ
は
、
い
わ
ば
芝
居
の
種
明
か
し
と
で
も
い
う
べ
き
「
実
説
」

た
る
講
談
を
、
逆
に
芝
居
に
持
ち
込
む
こ
と
を
い
う
か
）
よ
う
で
、
不
愉

快
で
あ
る
と
い
う
。 

こ
の
『
怪
談
実
説
皿
屋
敷
』
は
、
明
治
四
十
一
年
に
同
じ
く
演
伎
座
で

再
演
さ
れ
た
記
録
が
み
え
る
三
〇

が
、
演
目
と
し
て
定
着
を
み
る
こ
と
は

な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
同
時
代
、「
皿
屋
敷
も
の
」
の
新
作
と
し
て
は
、

明
治
十
六
年
に
『
新
皿
屋
舗
月
雨
暈
』（
河
竹
黙
阿
弥
、
東
京
市
村
座
初

演
）、
大
正
五
年
に
『
番
町
皿
屋
敷
』（
岡
本
綺
堂
、
東
京
本
郷
座
初
演
）

が
上
演
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
、
江
戸
時
代
以
来
の
伝
統
的
な
皿
屋
敷
狂
言

で
あ
っ
た
『
化
粧
』
と
平
行
し
、
近
代
に
お
け
る
新
た
な
「
皿
屋
敷
も
の
」

の
代
表
と
な
っ
て
い
く
。『
新
皿
屋
舗
月
雨
暈
』
は
、
元
々
は
、
責
め
場
・

殺
し
場
・
幽
霊
と
い
っ
た
旧
来
の
「
皿
屋
敷
も
の
」
の
趣
向
を
ふ
ま
え
た

作
品
で
あ
る
が
、
そ
こ
よ
り
も
、
妹
を
殺
さ
れ
た
兄
が
酒
乱
と
な
る
二
幕

目
（
い
わ
ゆ
る
「
魚
屋
宗
五
郎
」）
が
好
評
と
な
っ
た
。
ま
た
、
岡
本
綺

堂
の
『
番
町
皿
屋
敷
』
は
、
青
山
と
お
菊
を
相
思
相
愛
の
設
定
に
仕
組
ん

だ
悲
恋
物
語
と
し
て
人
気
を
博
し
た
。
旧
来
の
怪
談
を
時
代
遅
れ
と
み

る
意
識
と
相
俟
っ
て
、
新
た
な
世
話
物
が
求
め
ら
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。 

 

そ
の
よ
う
な
動
向
の
中
に
あ
っ
て
、『
小
説
』
の
歌
舞
伎
化
は
、
決
し

て
評
判
の
芳
し
い
も
の
だ
っ
た
と
は
言
い
難
い
が
、『
小
説
』
型
の
筋
立

て
が
、
そ
の
後
、
映
画
等
の
他
メ
デ
ィ
ア
に
展
開
す
る
素
地
に
な
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
神
戸
映
画
資
料
館
が
所
有
す
る
フ
ィ
ル

ム
「
怪
談
皿
屋
敷
［
仮
題
］」
の
字
幕
に
は
、「
忠
太
夫
」「
遊
女
大
淀
」

「
お
縫
」（
筆
者
注
：
お
結
に
同
じ
か
）
と
み
え
、
お
菊
殺
し
の
場
面
と
、

忠
太
夫
が
吉
原
へ
出
向
い
て
大
淀
と
出
逢
う
場
面
、
お
菊
の
霊
に
う
な

さ
れ
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
断
片
的
な
が
ら
、『
小
説
』
の
話
型
が

ふ
ま
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
、
大
正
五
年
公
開
の
「
お

菊
虫
」（
天
活
）
の
一
部
で
は
な
い
か
と
さ
れ
て
い
る
三
一

が
、
そ
の
概
略

で
あ
る
「
怪
談
於
菊
虫
」（
桂
田
阿
彌
笠
、『
文
芸
倶
楽
部
』
第
二
十
二
巻

八
号
）
は
、
所
々
独
自
性
は
あ
る
も
の
の
、
吉
田
御
殿
の
来
歴→

青
山
主

膳
と
相
川
忠
太
夫
に
よ
る
お
菊
殺
し→

お
菊
夫
と
妹
・
大
淀
に
よ
る
仇

討
ち
と
い
う
、『
小
説
』
の
筋
立
て
を
基
盤
と
し
て
い
る
。 

ま
た
、
昭
和
四
年
公
開
の
『
異
説
番
町
皿
屋
敷
』（
河
合
映
画
製
作
社
、

丘
虹
二
監
督
、
三
村
伸
太
郎
原
作
・
脚
色
）
に
は
、「
用
人
相
川
忠
太
夫
」

（
演
：
永
井
柳
太
郎
）・「
お
き
く
妹
大
淀
」（
演
：
鈴
木
澄
子
、
お
菊
と

二
役
）
が
登
場
す
る
三
二

。『
キ
ネ
マ
旬
報
』「
各
社
近
作
日
本
映
画
紹
介
」
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に
記
載
さ
れ
た
あ
ら
す
じ
に
よ
れ
ば
、
青
山
・
お
菊
を
相
思
相
愛
の
関
係

と
す
る
岡
本
綺
堂
型
と
、
妹
に
よ
る
仇
討
ち
と
い
う
結
末
を
持
つ
伯
円

『
小
説
』
型
を
合
わ
せ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
。
同
誌
「
旬

報
グ
ラ
ヒ
ッ
ク
」
に
は
、
お
菊
手
討
ち
場
面
の
写
真
と
と
も
に
、「『
異
説

番
町
皿
屋
敷
』
は
新

□
（
欠
字
）

釈
に
仍
る
も
の
で
、
怪
談
で
は
な
く
仇
討
物
で

あ
る
。
旗
本
青
山
主
膳
に
斬
ら
れ
て
、
古
井
戸
に
落
ち
て
行
く
、
お
き
く

は
決
し
て
化
け
な
い
の
で
あ
り
ま
す
」
と
解
説
が
あ
る
。 

 

大
正
・
昭
和
期
に
作
ら
れ
た
「
皿
屋
敷
も
の
」
の
映
画
全
体
か
ら
す
れ

ば
、『
新
皿
屋
敷
月
雨
暈
』（「
魚
屋
宗
五
郎
」）
お
よ
び
岡
本
綺
堂
『
番
町

皿
屋
敷
』
に
基
づ
く
も
の
が
圧
倒
的
多
数
を
占
め
る
が
、
そ
の
中
で
も
、

少
数
な
が
ら
、
伯
円
『
小
説
』
の
話
型
に
依
拠
し
た
作
品
が
公
開
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
、
注
目
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
当
該
の
話
型
が
、

「
皿
屋
敷
も
の
」
を
形
作
る
要
素
と
し
て
享
受
・
継
承
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
物
語
る
。「
相
川
忠
太
夫
」
と
お
菊
妹
「
大
淀
」
の
登
場
す
る
仇
討
ち

譚
と
し
て
の
「
皿
屋
敷
」
は
、
明
治
期
以
降
の
講
談
の
中
に
根
付
き
、
さ

ら
に
は
、
歌
舞
伎
・
映
画
の
中
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
、
講
談
の
枠
を
越
え

て
波
及
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

お
わ
り
に 

 

以
上
本
稿
で
は
、
松
林
伯
円
の
速
記
連
載
『
小
説
番
町
皿
屋
舗
』
の
話

型
の
特
徴
を
分
析
し
、
本
作
が
、「
皿
屋
敷
」
伝
承
お
よ
び
、
芸
能
に
お

け
る
「
皿
屋
敷
も
の
」
の
系
譜
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る

の
か
を
考
察
し
て
き
た
。『
小
説
』
は
、
先
行
す
る
馬
場
文
耕
の
『
弁
疑

録
』
に
依
り
つ
つ
も
、
歌
舞
伎
『
実
成
』
の
人
物
設
定
や
話
型
を
取
り
込

み
、
ま
た
播
州
の
実
録
類
に
特
徴
的
な
要
素
も
組
み
込
み
な
が
ら
、
新
た

な
「
皿
屋
敷
」
譚
を
創
出
し
た
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。 

『
小
説
』
の
話
型
は
、
戦
後
か
ら
現
代
に
お
い
て
も
、
講
談
の
「
皿
屋

敷
」
を
形
作
る
主
要
な
要
素
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
昭
和
三
十
年

に
刊
行
さ
れ
た
『
番
町
皿
屋
敷
』（『
講
談
全
集
』
三
十
八
、
大
日
本
雄
弁

会
講
談
社
編
）
は
、
青
山
と
お
菊
を
相
思
相
愛
の
設
定
と
し
、
お
菊
が
青

山
の
心
を
試
す
た
め
に
皿
を
割
る
と
い
う
岡
本
綺
堂
型
に
依
り
つ
つ
も
、

お
菊
に
横
恋
慕
す
る
相
川
忠
太
夫
の
密
告
、
お
菊
の
夫
・
三
平
と
妹
・
大

淀
に
よ
る
仇
討
ち
と
い
っ
た
、『
小
説
』
型
の
展
開
を
持
つ
。
ま
た
、
昭

和
四
十
六
年
刊
行
『
定
本
講
談
名
作
全
集 

別
巻
』（
講
談
社
）
所
収
の
「
皿

屋
敷
」
解
題
（
佐
野
孝
執
筆
）
で
は
、『
小
説
』
に
依
拠
し
た
あ
ら
す
じ

が
紹
介
さ
れ
、「
演
者
に
よ
っ
て
多
少
の
相
違
は
あ
る
が
、
講
談
の
番
町

皿
屋
敷
と
い
う
の
は
怪
談
と
云
う
よ
り
も
、
一
種
異
色
の
世
話
物
と
云

う
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

現
在
口
演
さ
れ
る
「
皿
屋
敷
」
も
、
演
者
に
よ
る
幅
は
あ
り
つ
つ
も
、

『
小
説
』
型
を
基
盤
と
す
る
も
の
が
主
流
を
成
す
よ
う
で
あ
る
。
瀧
口
雅
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仁
『
講
談
事
典
』
収
載
の
「
演
目
・
演
題
」
に
よ
れ
ば
、
現
行
の
講
談
「
番

町
皿
屋
敷
」
の
あ
ら
す
じ
は
、
吉
田
屋
敷
の
来
歴
か
ら
始
ま
り
、
お
菊
の

夫
と
一
子
、
相
川
忠
太
夫
の
登
場
す
る
『
小
説
』
型
で
あ
る
三
三

。
公
開
・

販
売
さ
れ
て
い
る
音
源
を
確
認
し
て
も
、
要
所
要
所
に
『
小
説
』
型
が
取

り
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
神
田
陽
子
『
怪
談
も
の
が
た
り 

其
の
四
』（
テ
イ
チ
ク
エ
ン
タ
テ
イ
ン
メ
ン
ト
、
二
〇
〇
五
年
）
所
収
の

「
番
町
皿
屋
敷
」
で
は
、『
小
説
』
の
話
型
に
基
づ
き
、
青
山
主
膳
の
屋

敷
場
面
か
ら
、
忠
太
夫
の
自
宅
に
お
菊
の
亡
霊
が
現
れ
る
く
だ
り
ま
で

が
語
ら
れ
、
忠
太
夫
の
獄
死
と
青
山
の
狂
死
と
い
う
そ
の
後
の
顛
末
に

も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
一
龍
齋
貞
水
『
江
戸
怪
奇
夜
話
し 

第
六
話 

 

怪
談
番
町
皿
屋
敷
』（
株
式
会
社M

T
R

、
二
〇
〇
六
年
）
は
、
お
菊
殺

し
の
場
面
ま
で
の
口
演
だ
が
、
青
山
に
奥
方
が
い
て
懐
妊
中
で
あ
る
と

い
う
『
弁
疑
録
』
の
型
を
基
盤
と
し
つ
つ
も
、
お
菊
に
恋
慕
す
る
用
人
の

相
川
忠
太
夫
が
皿
を
隠
し
て
お
菊
に
罪
を
着
せ
る
『
小
説
』
型
の
展
開
が

織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
旭
堂
南
湖
「
番
町
皿
屋
敷
」（『
講
談
古
典

怪
異
譚
』
十
六
～
十
八
所
収
、
パ
ン
ロ
ー
リ
ン
グ
、
二
〇
二
四
年
）
は
、

発
端
か
ら
大
団
円
ま
で
を
収
録
す
る
完
全
版
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
昭
和

四
十
二
年
六
月
～
九
月
に
か
け
て
新
聞
「
新
大
阪
」
に
連
載
さ
れ
た
、
三

代
目
旭
堂
南
陵
の
連
載
講
談
「
怪
談
番
町
皿
屋
敷
」
に
基
づ
い
て
口
演
さ

れ
て
い
る
と
い
う
三
四

。
筋
立
て
と
し
て
は
、
前
掲
し
た
昭
和
三
十
年
の

『
講
談
全
集
』
所
載
の
も
の
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。 

戦
後
の
映
画
・
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
に
お
い
て
も
、
時
代
を
下
る
ほ
ど
、
そ

れ
ま
で
に
出
さ
れ
た
様
々
な
「
皿
屋
敷
」
の
型
が
融
合
さ
れ
、
あ
た
か
も

「
詰
め
合
わ
せ
」
の
ご
と
き
様
相
を
呈
す
る
よ
う
に
な
る
。
た
と
え
ば
、

テ
レ
ビ
時
代
劇
『
怪
奇
十
三
夜
』（
一
九
七
一
年
、
日
本
テ
レ
ビ
）「
番
町

皿
屋
敷
」
で
は
、
岡
本
綺
堂
型
を
主
軸
と
し
つ
つ
も
、
お
菊
の
兄
・
魚
屋

の
岩
吉
が
登
場
す
る
点
は
『
新
皿
屋
舗
月
雨
暈
』（
魚
屋
宗
五
郎
）
が
取

り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
青
山
の
家
老
が
故
意
に
皿
を
割
り
、
下
男

下
女
に
申
し
つ
け
て
、「
お
菊
が
皿
を
割
っ
た
と
こ
ろ
を
見
た
」
と
虚
偽

の
申
告
を
さ
せ
る
と
い
う
筋
立
て
は
、『
小
説
』
型
に
近
い
展
開
で
あ
る
。 

講
談
か
ら
歌
舞
伎
へ
、
歌
舞
伎
か
ら
映
画
へ
と
、
他
メ
デ
ィ
ア
へ
の
移

植
・
書
き
換
え
を
繰
り
返
す
中
で
、
伯
円
原
作
と
い
う
ク
レ
ジ
ッ
ト
表
記

が
失
わ
れ
、
そ
れ
に
伴
い
、『
小
説
』
型
の
話
型
が
、
そ
も
そ
も
講
談
に

由
来
す
る
と
い
う
認
識
さ
え
も
希
薄
に
な
っ
て
い
っ
た
と
思
し
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
伯
円
『
小
説
』
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
話
型
は
、
明
治
時

代
～
現
代
に
至
る
「
皿
屋
敷
も
の
」
の
系
譜
に
お
い
て
、
確
固
た
る
位
置

を
占
め
、
少
な
か
ら
ぬ
影
響
力
を
持
ち
続
け
て
き
た
と
い
う
こ
と
を
確

認
し
て
、
本
稿
の
結
び
と
す
る
。
調
査
の
不
十
分
な
点
も
多
々
あ
る
こ
と

を
恐
れ
つ
つ
、
ご
批
正
・
ご
教
示
を
仰
ぐ
次
第
で
あ
る
。
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【
注
】 

一 

小
二
田
誠
二
「
実
録
体
小
説
の
原
像―

「
皿
屋
舖
辨
疑
録
」
を
め
ぐ
っ
て
」（『
日
本
文
学
』
三
十
六
巻
十
二
号
、
一
九
八
七
年
） 

二 
 

横
山
泰
子
・
飯
倉
義
之
・
今
井
秀
和
・
久
留
島
元
・
鷲
羽
大
介
・
広
坂
朋
信
『
皿
屋
敷 

幽
霊
お
菊
と
皿
と
井
戸
』（
白
澤
社
、
二
〇
一
五
年
）
第
一
部
第
二
章
「
播
州
皿
屋

敷
」「
解
説
『
竹
叟
夜
話
』
に
つ
い
て
」（
広
坂
朋
信
氏
執
筆
）。 

三 

諏
訪
春
雄
「
皿
屋
敷
流
転
」（『
江
戸―

そ
の
芸
能
と
文
学
』、
毎
日
新
聞
社
、
一
九
七
六
年
）、
横
山
泰
子
『
江
戸
東
京
の
怪
談
文
化
の
成
立
と
変
遷
』（
風
間
書
房
、
一
九
九

七
年
）
第
二
章
第
二
節
「『
彩
入
御
伽
草
』
と
皿
屋
敷
」。 

四 

三
田
村
鳶
魚
「
怪
談
の
皿
屋
敷
」（『
三
田
村
鳶
魚
全
集
』
巻
八
、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
五
年
）。 

五  

注
三
諏
訪
論
文
に
よ
れ
ば
、
元
禄
年
間
に
江
戸
で
、
皿
屋
敷
伝
承
に
ち
な
ん
だ
歌
舞
伎
が
上
演
さ
れ
て
い
た
（『
元
正
間
記
』『
久
夢
日
記
』）
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。 

六 

注
三
諏
訪
論
文
。
天
理
図
書
館
蔵
の
役
割
番
付
に
よ
り
紹
介
さ
れ
て
い
る
。 

七 

土
田
衛
「『
歌
舞
伎
年
表
』
補
訂
考
証 

享
保
編
其
二
（
享
保
三
～
六
年
）」（『
演
劇
研
究
会
会
報
』
三
十
一
号
、
二
〇
〇
五
年
六
月
） 

八 

『
播
州
皿
屋
敷
』（
万
延
元
年
、
大
坂
角
の
芝
居
）、『
け
い
せ
い
鏡
台
山
』（
文
化
二
年
、
中
村
座
）、『
彩
入
御
伽
草
』（
文
化
五
年
、
市
村
座
）
な
ど
。 

九 

『
未
翻
刻
戯
曲
集
22

実
成
金
菊
月
』（
国
立
劇
場
調
査
養
成
部
、
二
〇
一
六
年
）
解
題
（
埋
忠
美
沙
氏
執
筆
）。 

一
〇 

 

た
だ
し
、『
実
成
』
に
は
、
松
月
尼
が
二
階
か
ら
手
招
き
し
て
男
を
引
き
入
れ
る
と
い
っ
た
、『
弁
疑
録
』
に
み
え
る
「
二
階
招
き
」
の
趣
向
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

注
九
解
題
に
よ
る
。 

一
一 

注
一
前
掲
小
二
田
論
文
、
四
代
目
旭
堂
南
陵
・
堤
邦
彦
編
『
よ
み
が
え
る
講
談
の
世
界 

番
町
皿
屋
敷
』（
国
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
六
年
）「
解
説
」（
堤
邦
彦
氏
執
筆
）。 

一
二 

注
十
一
『
よ
み
が
え
る
講
談
の
世
界 

番
町
皿
屋
敷
』
巻
末
所
収
年
表
参
照
。『
怪
談
皿
屋
舗
実
記
』（
銀
花
堂
、
明
治
十
八
年
）、『
実
説
怪
談
皿
屋
敷
（
怪
談
皿
屋
敷
實
傳
）』

（
田
中
太
右
衛
門
・
浜
本
伊
三
郎
、
明
治
十
九
年
）、『
怪
談
皿
屋
敷
実
記
』（
明
治
二
十
一
年
、
赤
松
市
太
郎
）、『
怪
談
皿
屋
敷
実
記
』（
明
治
二
十
三
年
、
中
礼
堂
）、『
怪

談
皿
屋
敷
實
記
』（
明
治
二
十
六
年
、
駸
々
堂
）
な
ど
。 

一
三

『
百
花
園
』
第
二
十
二
号
～
第
三
十
二
号
、
第
三
十
四
号
～
第
四
十
三
号
。
最
終
話
が
「
第
二
十
四
席
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
実
際
の
席
数
表
記
に
ず
れ
が
あ
る
。
通
算
で
は
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二
十
六
席
。
酒
井
昇
造
速
記
。
三
十
七
号
「
第
十
八
席
」（
通
算
で
は
十
九
席
目
）
か
ら
は
今
村
次
郎
速
記
。 

一
四 

同
系
統
の
実
録
に
は
、
猫
に
驚
い
て
皿
を
割
っ
て
し
ま
う
パ
タ
ー
ン
の
も
の
も
あ
る
（『
古
今
実
録 

怪
談
皿
屋
敷
』（
明
治
十
六
年
、
栄
泉
社
）
な
ど
）。 

一
五 

実
録
で
は
、
お
菊
に
は
「
衣
笠
靫
負
介
」（「
衣
笠
靫
負
」
と
も
）
と
い
う
夫
（
許
嫁
）
が
お
り
、
お
菊
の
二
人
の
妹
と
と
も
に
仇
討
ち
を
決
行
す
る
。 

一
六 

な
お
、
鉄
山
の
弟
・
忠
太
が
お
菊
に
懸
想
し
て
い
る
よ
う
な
描
写
は
あ
る
（
下
之
巻
）。(

忠
太)

「（
前
略
）
よ
ふ
息
才
で
居
て
く
れ
た
。
可
愛
ひ
奴
め
」
と
向
抱
に
ひ
つ
た
り

と
締
め
付
け
ら
れ
て
、（
お
菊
）「
ア
ヽ
是
な
あ
暑
時
分
に
し
た
ゝ
る
い
ひ
。
土
仏
の
様
な
形
し
て
い
や
ら
し
い
。
何
ン
じ
ゃ
い
な
」
と
振
り
放
せ
ば
、（
忠
太
）「
エ
ヽ
そ
れ

は
あ
ん
ま
り
曲
が
な
い
。
是
程
お
ら
が
心
を
尽
く
す
に
。
ま
だ
三
平
に
り
ん
ゑ
が
残
る
か
因
果
め
」。 

一
七 

越
智
治
雄
『
明
治
大
正
の
劇
文
学―

日
本
近
代
戯
曲
史
へ
の
試
み
』（
塙
書
房
、
一
九
七
一
年
）
六
七
頁
、
註
四
。 

一
八 

石
塚
豊
芥
子
『
歌
舞
伎
年
代
記 

続
編
』
巻
二
十
四
、
嘉
永
三
年
条
。 

一
九 

田
村
成
義
『
続
々
歌
舞
伎
年
代
記 

乾
』（
市
村
座
、
一
九
二
二
年
）
巻
の
一
、
文
久
三
年
条
。 

二
〇 

絵
役
番
付
「
舞
台
明
治
世
夜
劇
（
五
幕
）、
里
見
八
犬
伝
（
前
譚
）、
播
州
皿
屋
鋪
（
後
譚
）」（
明
治
十
一
年
） 

早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館 

近
世
芝
居
番
付
デ
ー
タ
ベ
ー
ス 

登
録
№ 24

-00013-0096 

h
ttp

s://arch
ive.w

ased
a.jp

/arch
ive/d

etail.h
tm

l?arg=
{%

22su
b
D

B
_id

%
22:%

2279%
22,%

22id
%

22:%
22436811;1%

22}&
lan

g=
jp

 

（
二
〇
二
六
年
一
月
二
十
八
日
最
終
閲
覧
） 

二
一 

『
実
成
』
以
前
で
い
え
ば
、
皿
屋
敷
も
の
の
歌
舞
伎
の
ひ
と
つ
で
あ
る
『
け
い
せ
い
鏡
台
山
』（
文
化
二
年
、
中
村
座
初
演
）
に
は
、
お
菊
の
異
母
妹
・
お
照
が
登
場
し
、
姉

お
菊
の
仇
討
ち
に
向
か
う
場
面
も
あ
る
が
、
直
接
参
照
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。 

二
二 

「
播
州
皿
屋
敷
并
入
梅
松
」（『
播
陽
万
宝
知
恵
袋
』（
天
川
友
親
編
、
宝
暦
二
年
（
一
七
五
二
））
所
収
）。
末
尾
に
は
「
右
皿
屋
敷
は
何
人
の
記
し
と
い
ふ
を
し
ら
ず
、
友
達

の
か
た
に
あ
り
し
を
か
り
求
め
、
う
つ
し
と
り
て
所
持
す
。
尤
も
そ
の
作
者
は
後
に
た
づ
ね
き
く
べ
し
」
と
、
三
木
石
狸
子
に
よ
る
跋
文
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
宝
暦
年
間
以

前
に
す
で
に
一
定
の
話
型
を
持
つ
伝
承
が
流
布
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
橋
本
政
次
『
姫
路
城
史
』
に
は
同
系
の
実
録
『
播
州
皿
屋
敷
実
録
』（
全
十
三
巻
）
の

梗
概
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
近
年
発
表
さ
れ
た
同
系
の
実
録
と
し
て
、『
播
州
皿
屋
舗
細
記
』
が
あ
る
。
姫
路
市
立
図
書
館
所
蔵
。「
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
乙
巳

写
」
と
い
う
奥
付
が
あ
る
。
注
二
に
挙
げ
た
『
皿
屋
敷 

幽
霊
お
菊
と
皿
と
井
戸
』
に
よ
っ
て
現
代
語
訳
に
よ
る
あ
ら
す
じ
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。 
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二
三 
現
物
未
見
。
旭
堂
小
南
陵
『
続 

明
治
期
大
阪
の
演
芸
速
記
本
基
礎
研
究
』（
二
〇
〇
〇
年
、
た
る
出
版
）
所
載
の
梗
概
に
依
っ
て
内
容
を
確
認
。 

二
四 

注
二
三
に
同
じ
。 

二
五 

悟
道
軒
円
玉
の
『
実
説
怪
談 

番
町
皿
屋
敷
』
第
一
席
に
は
「
是
は
明
治
三
十
八
年
二
月
神
奈
川
県
鶴
見
の
隠
宅
に
於
い
て
世
を
去
り
ま
し
た
先
師
松
林
伯
円
得
意
の
読
物

で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
私
が
口
写
し
に
教
へ
を
受
け
ま
し
た
故
、
差
出
す
事
に
い
た
し
ま
し
た
」
と
あ
る
。
結
末
な
ど
多
少
の
違
い
は
あ
る
が
、
大
筋
は
伯
円
『
小

説
』
の
話
型
に
則
っ
て
い
る
。 

二
六 

辻
番
付
「
吉
田
御
殿
招
振
袖
／
義
経
千
本
桜
／
当
的
神
明
社
掛
額
」（
明
治
二
十
四
年
） 

早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館 
近
世
芝
居
番
付
デ
ー
タ
ベ
ー
ス 

登
録
№ 22

-00053-0123   

h
ttp

s://arch
ive.w

ased
a.jp

/arch
ive/d

etail.h
tm

l?arg=
{%

22su
b
D

B
_id

%
22:%

2279%
22,%

22id
%

22:%
22428935;1%

22}&
lan

g=
jp

 

（
二
〇
二
六
年
一
月
四
日
最
終
閲
覧
）  

二
七 

田
村
成
義
『
続
々
歌
舞
伎
年
代
記 

乾
』（
市
村
座
、
一
九
二
二
年
）
巻
の
二
十
八
、
明
治
二
十
八
年
条
。 

二
八 

明
治
二
十
八
年
六
月
十
六
日
『
読
売
新
聞
』
朝
刊
、（
鈴
木
）
芋
兵
衛
「
演
伎
座
評
判
」。 

二
九 

明
治
二
十
八
年
六
月
十
六
日
～
十
八
日
『
読
売
新
聞
』
朝
刊
、（
鈴
木
）
芋
兵
衛
「
演
伎
座
評
判
」。 

三
〇 

辻
番
付
に
よ
る
と
、
外
題
は
「
怪
談
新
説
皿
屋
敷
」
で
あ
る
が
、
内
容
は
『
怪
談
実
説
皿
屋
敷
』
と
同
一
で
あ
る
。 

 
 

 
 

早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館 

近
世
芝
居
番
付
デ
ー
タ
ベ
ー
ス 

登
録
№ 22

-00054
-1060 

 
 

 
 

h
ttp

s://arch
ive.w

ased
a.jp

/arch
ive/d

etail.h
tm

l?arg=
{%

22su
b
D

B
_id

%
22:%

2279%
22,%

22id
%

22:%
22429707;1%

22}&
lan

g=
jp

 

（
二
〇
二
六
年
一
月
二
十
八
日
最
終
閲
覧
） 

三
一 

神
戸
映
画
資
料
館
・
調
査
研
究
事
業
「
怪
談 

皿
屋
敷
［
仮
題
］」
解
説
。 

h
ttp

s://kob
e-eiga.n

et/kfp
n

et/2019/03/50008/

（
二
〇
二
五
年
十
二
月
二
十
八
日
最
終
閲
覧
） 

三
二 

日
本
映
画
デ
ー
タ
ベ
ー
スh

ttp
://w

w
w

.jm
d
b.n

e.jp
/1929/be001880.h

tm

（
二
〇
二
六
年
一
月
二
十
八
日
、
最
終
閲
覧
）、『
キ
ネ
マ
旬
報
』（
三
二
四
号
、
一
九
二
九
年
）

に
よ
る
。 
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三
三 
瀧
口
雅
仁
著
『
講
談
事
典
』（
丸
善
出
版
、
二
〇
二
三
年
）。 

三
四 

旭
堂
南
湖
氏
よ
り
直
接
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。
連
載
の
紙
面
は
、
国
立
国
会
図
書
館
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
り
確
認
。 

 

【
参
考
文
献
】（
注
に
挙
げ
た
も
の
以
外
） 

・
伊
藤
篤
『
日
本
の
皿
屋
敷
伝
説
』（
海
鳥
社
、
二
〇
〇
二
年
） 

・
菊
池
真
一
『
講
談
資
料
集
成
』
一
～
三
、（
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
一
年
～
二
〇
〇
四
年
） 

・
旭
堂
小
南
陵
『
明
治
期
大
阪
の
演
芸
速
記
本
基
礎
研
究 

付
録
・
東
京
速
記
本
目
録
』（
た
る
出
版
、
一
九
九
四
年
） 

・
中
込
重
明
『
明
治
文
芸
と
薔
薇―

話
芸
へ
の
通
路
』（
右
文
書
院
、
二
〇
〇
四
年
） 

・
姫
路
文
学
館
展
示
図
録
『
怪
談
皿
屋
敷
の
ナ
ゾ―

姫
路
名
物
お
菊
さ
ん
』（
二
〇
一
八
年
） 

・
向
井
芳
樹
他
校
訂
『
豊
竹
座
浄
瑠
璃
集 (

二)

』（
叢
書
江
戸
文
庫
11

、
国
書
刊
行
会
、
一
九
九
〇
年
） 

・
目
時
美
穂
『
た
た
か
う
講
談
師―

二
代
目
松
林
伯
円
の
幕
末
・
明
治
』（
文
学
通
信
、
二
〇
二
一
年
） 

・
吉
沢
英
明
『
講
談
関
係
文
献
目
録 

明
治
・
大
正
編
』（
一
九
七
六
年
） 

・
吉
沢
英
明
『
講
談
明
治
編
年
史
』（
一
九
七
九
年
） 

・
吉
沢
英
明
『
講
談
明
治
期
速
記
本
集
覧 

付
落
語
・
浪
花
節
』（
一
九
九
五
年
） 

・
吉
沢
英
明
『
二
代
松
林
伯
圓
年
譜
稿
』（
眠
牛
舎
、
一
九
九
七
年
） 

・
吉
沢
英
明
『
講
談
作
品
事
典
』
上
・
中
・
下
（
講
談
作
品
事
典
刊
行
会
、
二
〇
〇
八
年
） 

・
吉
沢
英
明
『
講
談
作
品
事
典
』
続
編
（
講
談
作
品
事
典
刊
行
会
、
二
〇
一
一
年
） 

 

【
参
考
論
文
・
資
料
】 

 

・
渥
美
清
太
郎
「
系
統
別
歌
舞
伎
戯
曲
解
題
（
91

）」（『
芸
能
』
九
巻
六
号
、
芸
能
発
行
所
、
一
九
六
七
年
六
月
） 

 

・
渥
美
清
太
郎
「
系
統
別
歌
舞
伎
戯
曲
解
題
（
96

）」（『
芸
能
』
九
巻
十
一
号
、
芸
能
発
行
所
、
一
九
六
七
年
十
一
月
） 
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・
今
岡
謙
太
郎
「
落
語
・
講
談
と
歌
舞
伎
」(

延
広
真
治
・
山
本
進
・
川
添
裕
編
集
『
落
語
の
世
界
１ 

落
語
の
愉
し
み
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年) 

・
神
林
尚
子
「
講
談
と
『
近
古
実
録
』―

松
林
伯
円
作
の
継
承
と
明
治
の
「
実
録
」―

」 

（『
幕
末
・
明
治
期
の
巷
談
と
俗
文
芸―

女
盗
賊
・
如
来
の
化
身
・
烈
女
』
第
Ⅰ
部
第
八
章
、
花
鳥
社
、
二
〇
二
三
年
） 

・
菊
池
真
一
「
明
治
期
京
都
の
講
談―

京
都
日
出
新
聞
に
見
る
」（『
甲
南
女
子
大
学
研
究
紀
要
』
創
立
30

周
年
記
念
号
、
一
九
九
四
年
三
月
） 

 

・
菊
池
真
一
「
明
治
期
大
阪
の
講
談―

大
阪
毎
日
新
聞
に
見
る
」（『
甲
南
女
子
大
学
研
究
紀
要
』
三
二
号
、
一
九
九
五
年
三
月
） 

 

・
森
山
重
雄
「
皿
屋
敷
の
系
譜
と
『
彩
入
御
伽
草
』」（『
江
戸
文
学
』
六
号
、
一
九
九
一
年
六
月
） 

 

・
森
山
重
雄
「
皿
屋
敷
の
系
譜
と
『
彩
入
御
伽
草
』（
続
）」（『
江
戸
文
学
』
七
号
、
一
九
九
一
年
十
一
月
） 

 

※
原
文
引
用
に
際
し
て
は
、
漢
字
は
新
字
体
に
改
め
、
適
宜
、
句
読
点
を
付
し
た
。
ま
た
、
ル
ビ
は
省
略
し
た
箇
所
が
あ
る
。 

            


